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第 6回

埼玉輸血フォーラム
－安全で適正な輸血のために－

開　催　概　要

日時：平成 27年２月 7日（土）
　　　13：30～ 17：05

会場：埼玉会館　小ホール
　　　（埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-1-4）

共催：埼玉県合同輸血療法委員会
　　　埼玉県
　　　日本輸血・細胞治療学会 関東甲信越支部
　　　埼玉県赤十字血液センター

後援：埼玉県医師会
　　　埼玉県病院薬剤師会
　　　埼玉県臨床検査技師会



Ⅰ．第６回埼玉輸血フォーラム開催報告

開会挨拶
　埼玉県合同輸血療法委員会　　　前田 平生　代表世話人（埼玉医科大学総合医療センター）
　埼玉県保健医療部　　　　　　　石川 稔　部長
Ⅰ．埼玉県合同輸血療法委員会報告
　　座長：坂口 武司　防衛医科大学校病院　輸血・血液浄化療法部
　　　　村上 純子　埼玉協同病院　臨床検査部　　　
　　　　1．緊急発注の現状について　　
　　　　　　演者　：大戸 淳　　埼玉県赤十字血液センター　供給課
　　　　2．医療機関と血液センターの連携強化
　　　　　　演者　：岡本 直子　さいたま赤十字病院　検査部
　　　　3．「不規則抗体陽性カード」の作成に向けて
　　　　　　演者　：大木 浩子　埼玉医科大学総合医療センター　輸血・細胞治療部
　　　　4．拡がりつつあるアットホームな雰囲気の自己血輸血訪問勉強会
　　　　　　演者　：池淵 研二　　埼玉医科大学国際医療センター　輸血・細胞移植部
　　　　5．埼玉県における大量輸血症例　－2013年の全国調査より－
　　　　　　演者　：阿南 昌弘　　埼玉医科大学総合医療センター　輸血・細胞治療部
　　　　6．新生児領域の輸血療法の実態調査アンケート結果
　　　　　　演者　：大久保 光夫　埼玉医科大学総合医療センター　輸血・細胞治療部
Ⅱ . 患者中心の輸血医療（PBM）を実現するための看護師の役割
　　座長：佐藤 謙　防衛医科大学校病院　内科
　　　　1．救命救急領域における輸血業務
　　　　　　演者　：大川 直美　さいたま赤十字病院　看護部
　　　　2．埼玉協同病院における安全な輸血に向けての取り組み
　　　　　　～臨床輸血看護師・自己血輸血看護師としての活動～　
　　　　　　演者　：木村 秀実　埼玉協同病院　看護部
Ⅲ . 特別講演  産科大量出血に対する輸血治療戦略
　　座長：岡田 義昭　埼玉医科大学病院　輸血・細胞移植部
　　演者：松永 茂剛　埼玉医科大学総合医療センター　産婦人科
閉会挨拶
　埼玉県合同輸血療法委員会　世話人　　　芝池 伸彰　　埼玉県赤十字血液センター　所長　
参加者数
　215名（医療機関：154名、赤十字・行政・メーカー等：61名）
証明書発行数
　日本医師会生涯教育講座単位　0枚
　日本輸血･細胞治療学会認定医制度更新資格審査基準単位　7枚
　学会認定・臨床輸血看護師制度資格審査基準単位　27枚
　埼玉県病院薬剤師会生涯研修センター認定単位　11枚
　認定輸血検査技師制度資格審査基準単位　44枚
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第６回　埼玉輸血フォーラム

開会あいさつ
埼玉県合同輸血療法委員会　代表世話人　　前田　平生　

皆さん、こんにちは。埼玉県合同輸血療法委員
会の代表世話人をしております、前田でございま
す。
今日は、お天気には恵まれましたが、相変わら

ず寒い中、こうしてお集まりいただきましてあり
がとうございます。
埼玉輸血フォーラムというのは、埼玉県で、安

全で適正な輸血を推進するために、６年前から輸
血関係者に、年に一度集まっていただいて、いろ
いろな情報を収集したり、意見交換をする場とし
て行ってまいりました。
合同輸血療法委員会としましては、これまで二

つの業務小委員会を立ち上げて、これまで車の両
輪としてやってきました。昨年から、これからの
輸血医療において、看護師さんの役割が大きくな
るだろうということで、次年度からは、看護師さ
んの方も看護部会というようなかたちで、いわば
３本柱でやっていくというようなことを予定して
おります。
当面の、輸血医療の課題としましては、今日も

血液センターの方から、この時期、県内において
献血者が少ないというようなことで、皆さまにお
願いをするということがございます。　輸血医

療におきましては、血液不足というのは最大のリ
スクの一つなんですね。ですから、当然、献血を
推進するということは、対策の一つの柱なのです
が、そのほかにも、医療機関でやれることと言え
ば、自己血輸血を推進するということがあげられ
ます。
もう一つは、この輸血フォーラムでもずっと取

り上げてきていますけれども、緊急の大量出血に
対して、これはもうかなり大量の血液が使われる
ということがありまして、それに対して、最適な
輸血療法というのをとにかく確立しないといけな
いというのが、当面の課題であろうと思います。
そのためには、今、供給されている血液製剤を

もう少し使いやすいかたちで供給すること。ある
いは、止血のための製剤をもうそろそろ諸外国で
はどこも供給しているわけですので、国内におい
ても、ぜひ血液センターの方もユーザーの要望を
聞いていただいて、新規の製剤を開発していただ
きたいと、切望しております。
そういう声を、このような輸血関係者の中で今

日は取り上げていただいて、今後の血液不足に対
する対策をやっていただければと思っております
ので、よろしくお願いしたいと思います。
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ごあいさつ
埼玉県保健医療部　部長　　石川　稔　

　皆様、こんにちは。御紹介いただきました埼玉
県保健医療部長の石川でございます。
　本日、ここに、埼玉県合同輸血療法委員会主催
の「第６回埼玉輸血フォーラム」が、多くの皆様
の御参加のもと、盛大に開催されますことを心か
らお慶び申し上げます。
　また、皆様方には、日頃、本県の保健医療行政
の推進に、多大な御理解と御協力を賜り、この場
をお借りして厚くお礼申し上げます。
　本県では、昨年度は約２３万９千人の方々から
献血をいただき、医療機関に必要な血液製剤を供
給することができました。
　これも多くの県民の皆様の献血に対する温かい
御支援・御協力の賜物と心から感謝しております。
　しかし、昨年 12 月には、日本赤十字社から
『少子高齢化が進み、輸血用血液製剤の需要が
ピークを迎える 2027年に必要な献血者数は 544
万５千人に達する見込みで、このまま若年層の献
血者の減少が続くと約 85万人分の献血が不足す
る』との試算が発表されました。
　ここ数年、全国的に献血者数は減少傾向にあり、
特に若い方々の献血の減少が続いております。
　本県も、同様で、平成 21年度の 26 万 934 人
をピークに昨年度までの４年間に約８％減少して
います。10代 20 代の若年層について見ますと、
平成 21 年度約 75,000 人だったものが昨年度は
約 64,000 人と 15％減少しています。
　県では将来にわたり必要な血液量を確保するた
め、赤十字血液センターと連携して学生ボラン
ティア、県内プロスポーツチームなどの御協力を
いただきながら、若者を対象としたキャンペーン
をはじめ様々な啓発事業を積極的に展開し、献血

者の確保に努めております。
　特に、教育委員会をはじめ関係機関と連携して、
高等学校における校内献血の推進に力を入れてお
ります。その結果、昨年度、本県の高校生の献血
者数は 11,837 人と、７年連続で日本一となって
います。
　皆様方におかれましても、献血者の確保につき
まして引き続き御支援を賜りますよう心からお願
い申し上げます。
　さて、ご案内のとおり、「埼玉県合同輸血療法
委員会」は平成 21年７月に発足し、今年で６年
目を迎えます。
　これまで、輸血医療の問題点を調査・検討し、
その改善方法を提言するなど本県の輸血医療の向
上に多大な貢献をされてきました。引き続き、血
液製剤の適正使用を推進するための牽引役を担っ
ていただければと存じます。
　本日のフォーラムは、輸血業務に関わる看護師
の皆様方も参加して、輸血全体を考えるプログラ
ムとなっているとお聞きしています。
　このフォーラムを通して、本県の医療機関にお
ける輸血の安全性対策がより一層推進され、血液
製剤の適正使用が進むことを期待しております。
　結びに、本日御参会の皆様にとりまして、この
フォーラムが実り多きものとなりますよう、また、
埼玉県合同輸血療法委員会のますますの御発展と
本日御参会の皆様の御健勝を祈念申し上げ、私の
あいさつとさせていただきます。

平成 27年２月７日
埼玉県保健医療部長　　石川　稔
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報告１　緊急発注の現状について

演者：大戸　淳　先生　　埼玉県赤十字血液センター　供給課

スライド1

埼玉県赤十字血液センター供給課の大戸と申し
ます。
早速ですが、埼玉県内における緊急発注につい

てご説明させていただきます。

埼玉県合同輸血療法委員会報告

　　　座長：坂口　武司　先生　　防衛医科大学校病院　輸血・血液浄化療法部
　　　　　　村上　純子　先生　　埼玉協同病院　臨床検査部

第 1部

スライド2

はじめに、血液センターは、医療機関の要請に
応じて輸血用血液製剤を緊急走行にてお届けして
います。
本日は、その緊急要請の現状についてご説明さ

せていただきます。
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スライド3

緊急要請をうける際の血液センターの手順につ
いて説明します。

緊急要請をする場合、まずは、血液センターに
電話をして頂きます。その際、緊急であること、
発注内容を伝えます。
次に発注票をＦＡＸにて血液センターに送って

いただきます。
FAX で受け取った発注票は、受注入力後、折

り返し医療機関に FAX返信します。
そして、血液製剤を取り出し、出庫作業を行い、
速やかに出発します。
医療機関に到着しましたら、納品際、緊急証明

書の記入をお願いします。

スライド4

医療機関の皆様にお願いです。
発注でお電話をいただいた際、確認させていた

だくことがございます。

車両や人員には限りがあります。患者さんの様
子や今後の見通しなどについて確認させていただ
きます。RBC の大量発注時に、FFP や PC の発注
がなければ漏れがないか確認させていただくこと
もあります。
また、納品時間についてですが、「緊急」とか「至

急」という言葉は、時として大変曖昧です。頂け
る時間は明確にお伝えいただけると助かります。
必要に応じて、短い有効期限や赤血球製剤の

200ml、400ml の本数内訳についてご相談させ
ていただくこともあります。

スライド5

次に、埼玉県内の血液センター各医療施設まで
の配送時間について、ご説明させていただきます。
埼玉県内３ヶ所の血液センターから皆様の医療

機関へ向かいます。
日高市にあります血液センターは「埼玉セン

ター」と呼んでいます、埼玉県南西部を主に担っ
ています。
伊奈町にある「伊奈事業所」は埼玉県南東部を、

熊谷市にある「熊谷出張所」は埼玉県北部及び秩
父方面をそれぞれ管轄としています。
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スライド6

まず埼玉センターですが、緊急走行での所要時
間は、FAX を頂いてから出発までの準備時間を
15 分を含めても、概ね１時間以内に到着できま
す。

スライド7

続いて伊奈事業所です。
八潮市や草加市、吉川市などにも伊奈事業所か

ら出発します。
混雑する地域を通過する為、所要時間は多少前

後しますが、こちらも概ね１時間以内に到着でき
ます。

スライド8

最後に熊谷出張所です。
埼玉センターや伊奈事業所を比較し、交通量は

少ない地域を担っていますが、距離がある秩父方
面、小鹿野町や皆野町などに向かう場合、走行時
間が１時間を越える地域もあります。
但し、人員や車両の確保状況などから、埼玉セ

ンターから伊奈事業所管内、熊谷出張所管内のエ
リアに、またその逆で行くこともあります。つい
ては、これらの時間を超過する場合もあります。

スライド9

これは、緊急要請の件数を年度別にグラフに表
したものです。
年々増加しています。22 年度から 25 年度で

700 件増加しています。
平成 26年度については、一見減っているよう

に見えますが、昨年 12月までの件数となってい
ますので、今年１月から３月を合算すると、昨年
度平成 25年度を上回る件数となる見込みとなっ
ています。
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スライド10

次に、平成 25年度 1年間にあった緊急要請件
数を病床数で層別化してみました。
19 床までの小さい規模の病院は、平成 25 年

度で 37の医療機関から要請があり、115 件緊急
走行をおこないました。1年間で同じ病院に緊急
要請が 3.1 回の結果となりましたが、それに対し、
500 床以上大規模病院は、平成 25 年度に 12 の
医療機関に 435 回の緊急走行による納品をおこ
なっています。1医療機関あたり 36.3 回となり
ました。
想像どおりでありましたが、大きい病院ほど１

医療機関あたりの要請回数は増えます。　

スライド11

平成 25年度の緊急要請、時間指定の件数を集
計したものです。
時間指定は、ひと月あたり 1500 件ほど、１日

あたり 50 件、緊急走行は月 140 件から 200 件

ほど、１日あたり５、６件になります。

時間指定は、1車両に１～２病院のことが多く、
この件数が多いと車両や人員不足に陥ります。

スライド12

このグラフは、納品時に記入していただいた緊
急証明書の要請理由を集計したものです。
緊急手術が 43％と最も多くなっています。
次いで、吐血下血 21％、高度貧血 11％と続き

ます。
因みに、その他の理由として、「出血性ショック」

「大量出血」「産後や弛緩出血」などが挙げられま
した。

スライド13

血液センターの緊急配送に対する考え方につい
て説明します。
緊急要請については、患者さんの生命が危機に



第 6回　埼玉輸血フォーラム

7

瀕している状況での要請と認識しています。つい
ては、患者さんの生命を第一とし、最も適切な方
法で納品できるように努めます。
人員や車両を確保するため、管轄エリアを超え

て納品するなどの県内３施設で調整を行い、最良
の方法で納品します。
やむを得ず、他の施設から出発する際には、納

品時間について、ご相談をさせていただくことが
あります。

スライド14

また、一度緊急配送にて出発した車両は、追加
の要請で戻すことはしないようにしています。

定期便や時間指定で発注頂いた分についても、
患者さんの急変などがあれば緊急配送へ切り替え
るようにしています。

スライド15

それでは緊急要請のあった例を一部参考までに
紹介します。
まず、実例①として、同一医療機関から連続し

て供給要請があった例です。
合計 7回の緊急要請依頼がありました。②は

定期便での発注分を緊急に変更となり、配送中に
緊急走行に切り替えています。
追加で必要な分は改めて出庫し、別便にて緊急

走行で納品しました。④は通常走行で時間指定の
要請でしたが、⑤で緊急要請があり、併せて納品
しています。
緊急走行で合計７回納品しました。

スライド16

実例②として平日の夜間に伊奈事業所管内で複
数の医療機関から発注がはいりました。
ＡからⅠの病院は全て伊奈事業所が担当する病

院で、18:30 から 20:30 の間に 9 施設から緊急
及び時間指定が入りました。Cと I は、配送要員
の不足から日高から納品しています。
20:00 前に要請のあった医療機関Ｇは、伊奈事

業所に配送要員が不在となっていたことで、配送
者②が緊急走行で伊奈事業所に戻ってから、改め
て緊急走行にて出発しています。
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スライド17

最後にお願いです。私たちの業務は患者さんの
生命を第一としておこなっています。
緊急走行や時間指定は、患者生命を守るために

あります。
緊急度の低い症例では、出来る限り定期便のご

利用をお願いします。
緊急度が低いにもかかわらず、ご使用された場

合、本当に必要とする患者さんの輸血が遅延する
可能性があります。

車両も人員も限りがあります。時間指定、緊急
走行は患者さんの容態が非常に悪化し、不可避の
場合にのみ要請してください。
ご協力お願いします。

スライド18

スライド19
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スライド1

報告２　医療機関と血液センターとの連携強化

演者：岡本　直子　先生　　さいたま赤十字病院　検査部

さいたま赤十字病院の岡本です
今日は、輸血業務検討小委員会の活動のひとつ

でもある医療機関と血液センターとの連携強化に
ついて昨年も発表させていただいた危機的緊急発
注票の運用を小委員会以外の施設にも使用できる
よう発信すべくお話をさせていただきたいと思っ
ています。
よろしくお願いいたします。
埼玉県業務検討小委員会は、ご存知の方もい

らっしゃると思いますが埼玉県合同輸血療法委員
会の下部組織として平成 22年に発足し、輸血部
門実務担当者の臨床検査技師と血液センター職員
で構成されています。
毎年、目標をたてて輸血業務における諸問題を

少しでも解決できるよう活動しております。

スライド2

小委員会の活動目標のひとつとして、血液セン
ターとの連携強化を掲げています。
安心で安全な輸血業務を行うために、各医療機

関では院内の輸血療法において様々な取り組みを
行っていることと思いますが、同じように血液セ
ンターとのかかわりも、安心で安全な輸血を行う
ためは必要不可欠です。
そのような中で、小委員会施設内から、緊急発

注時において、
　・複数回電話での確認が入ったり、電話の保留
　　時間が長くその対応がたいへんである　とか
　・医療現場の大変さを理解してもらえていない
　　のではないか？
という不安の声が上がってきました。
特に緊急時は、発注や供給業務において担当者

間でトラブルが起こりやすい状況にあるため、そ
の業務手順の統一化を図ることでお互いにスムー
ズな製剤提供ができるような血液センターとの協
力体制の構築＝連携強化が必要であると考えまし
た。
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スライド3

ここで、緊急という言葉について少しふれたい
と思います。
前回の発表でもお話しましたが
医療機関で使用している “ 緊急 ” という言葉に

は危機的出血患者が搬送されて一刻をあらそうよ
うな場合の緊急や在庫製剤がなくなったための補
充の意味の緊急、定期便以外だからという緊急と
いうように、様々な場面で緊急という言葉が使わ
れています。
しかしその意味の重さはかなり異なっていま

す。
さらに血液センター側の緊急とは、サイレンを

鳴らさなければ 1時間以内に納品できないよう
な場面で使用されており “ 緊急 ” という言葉の解
釈に大きな違いがあることがわかりました。
まずは、この緊急という言葉の認識を埼玉県内

すべての医療機関と　血液センターで同じにしな
くてはなりません

スライド4

そのためには、医療機関内でも緊急という言葉
の統一を図る必要があり医師・看護師・検査技師
のコミュニケーションも必要となってきます。

輸血を行うまでにどのくらい待てるのか
時間何ml で輸血を行いたいのか
手術は何時から始まるのかなど　現場にいる医

師や看護師からの正確な情報を
もとに
血液センターに製剤を発注する者は
院内の在庫血で足りるのか
1時間以内に製剤が届かないと困る状況なのか
指定時間までに届けてもらえば在庫血で運用で

きる状況なのかなどを
考えることができます。

血液センターの製剤を供給する運搬車も数に限
りがあります。
医療機関内のコミュニケーションをうまくとる

ことで施設都合の緊急をなくし、製剤供給運搬車
の運用がスムーズとなるよう協力していかなくて
はなりません。

スライド5

今回、皆様にご提示する、危機的緊急発注票の
運用ルールはより短時間に製剤納品を依頼する必
要がある場合に危機的緊急発注票を使用可能と
し，24 時間対応での運用ができるようにしてい
ますが、運用時間については，各医療機関の状況
によって終日または日勤帯のみの選択ができま
す．
但し、時間交渉できるような猶予がある場合は
時間指定で発注して下さい。
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スライド6

また、
　・定期便に間に合わなかったなどの施設都合で
　　は使用しないこと
　・血液センターは医療機関へ最短で製剤が納品
　　できるような体制を組むこと
　・製剤の有効期限交渉や 200 ｍｌ・400 ｍｌ
　　などの交渉はしないこと
をルールとし，
緊急の製剤発注業務が円滑に行えるように取り

決めました
製剤の有効期限や規格については、物議をかも

しだすところでも
ありますが、このことについては血液センター

さんと何度も話しあいを重ね、単位数が多い発注
の場合には、期限を少しばらしてほしいお願いや
200 ｍｌばかりの製剤を供給しないなど、医療
現場の緊急の現状を理解していただいた中での血
液センター一任になっております。

スライド7

そして危機的緊急発注票を運用するにあたって
の運用規定を作成しました。
目的
　①　緊急時に医療機関が血液センターへ発注

　　　する際に必要な事務的処理の軽減，及び血
　　　液センターが受注する際に必要な 情報収
　　　集作業の軽減を図り，より迅速に臨床側に
　　　血液製剤 を供給できるような体制を構築
　　　する．

スライド8

　　②　救命に必要な緊急走行での納品に影響を
　　　与えることがないよう，医療機関は不必要
　　　な緊急走行での納品をなくすという統一し
　　　た認識を持つ．
　　③　血液センターは超緊急であることをすば
　　　やく把握し，円滑に対応する．
　こととしました
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スライド9

さらに発注時の注意事項として
【医療機関】側には
　　・患者状況や今後の使用見込みについてわか
　　　る範囲で記入すること．
　　・すぐに追加発注とならないよう予測を立て
　　　発注するよう心掛けること．

【血液センター】側には
　・医療機関との電話は極力短くするよう心掛

　　　けること．
　・確認が必要な場合等は電話を保留にせず，

　　　折り返しかけなおす
　努力をすること．
をお願いしています

スライド10

　これが新しい危機的緊急発注票です．
　まず，この危機的緊急発注票に必要事項を記入
します
　　・納品日

　　・製剤の種類の選択・血液型・本数
　　・わかる範囲で患者情報を記入します　
　そして，血液センターに　
　「これから○○製剤を危機的緊急発注票で発注
したいのですが？」と電話をかけて下さい．
　それから血液センターに FAXを送信します．
　その後，血液センターから返信の FAXが届き
ます．
　到着予定時間については、電話をかけた時点で
伝えられた時は記入しますが、ほとんどの場合は
FAXの返信時に血液センター側で記入してくれる
ことが多いようです．

スライド11

輸血業務検討小委員会に参加している 20施設
のうち 14施設がこの危機的緊急発注票の使用に
エントリーしています。

2013 年 9 月～ 11 月の使用内訳では、心臓血
管外科手術が 35％と多く、交通外傷などを含む
危機的出血や緊急手術でも多く使用されていまし
た。（68件）
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スライド12

同じく小委員会でエントリーしている 14施設
の 2014 年 9月～ 11 月の使用内訳ではやはり心
臓血管外科の緊急手術や、交通外傷を含む危機的
出血患者への使用が多く、そのほか産科出血やそ
の他の科の緊急手術に対応するための発注が大半
をしめていました。

スライド13

この表は、危機的緊急発注票を使用した医療機
関ごとの内訳です。
14 施設エントリーしていますが、実際に使用

している施設は 7施設のみでした。
また、先ほどの血液センターさんの発表にもあ

りましたように第 3次救命救急センターを持つ
病院や大学病院など規模が大きい施設ほど使用回
数も多い傾向にありますがそれ以外の在庫をあま
り持てない施設の緊急手術への対応や産科の危機
的出血などへの対応のため使用している施設もあ
り院内の輸血業務への効果がたいへん得られてい
るという意見もいただいています。

スライド14

2015 年は、この危機的緊急発注票を埼玉県内
の必要とする医療機関に広く広めていきたいと小
委員会では考えています。

しかしながら、多くの施設に門を開いてしまう
と血液センターの運搬車が足りなくなり、本当に
必要な施設への優先順位がつけられなくなってし
まうような自体がおきてしまってからでは困るの
で、まず 2次救命救急を行っている施設でぜひ
エントリーしたいという医療機関を募集したいと
考えています。
2次救命救急ではないけれど、院内改革のため
必要時には使用してみたいという医療機関さん

はまず窓口に相談してみてください。
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スライド15

参加希望する医療機関さんは、まず窓口である、
埼玉県合同輸血療法委員会の事務局に依頼をして
下さい。
この依頼は毎月 5日を〆切に致します依頼の

あった施設には、運用規程などの案内と同時に簡
単な質問にも答えていただきます。
そして小委員会内で危機的緊急発注票を利用し

たい目的や現在の院内在庫数・廃棄単位数・手術
件数現状の使用状況や発注状況などの確認などを
協議し、参加可能な場合は翌月から参加できるよ
う事務局からの報告とともに血液センターの供給
課から危機的緊急発注票の用紙を送付する手順で
考えています。

スライド16

そして
　・小委員会参加施設も含め、危機的緊急発注

　　　票を使用施設が正しく運用できているか
　・危機的緊急発注票の使用施設を拡大するこ

　　　とにより他の納品に遅延等の影響がでな
　　　かったどうか
　・新規参加施設の使用前後の業務変化の報告

などを行うことにより
　・埼玉県内の医療機関にこの発注票を広めて

　　　いく意味があるのかどうか
　・血液センターから遠い医療機関や在庫を持

　　　たない医療機関へどう対応
していくか　　などが今後の検討課題になって

いくと考えています。

埼玉県内の医療機関・血液センターで緊急とい
う言葉を共通認識とすること。
それによって、過剰な施設都合の緊急発注を少

なくし、緊急車両が必要時に正しく運用され、輸
血を必要とする患者さんへスムーズに製剤が供給
できることを願っています。

ご清聴ありがとうございました．
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スライド1

報告３　「不規則抗体陽性カード」の作成に向けて

演者：大木　浩子　先生　　埼玉医科大学総合医療センター　輸血・細胞治療部

スライド2

「輸血療法の実施に関する指針」において、臨
床的に意義のある不規則抗体が検出された場合、
患者に「不規則抗体カード」を携帯させることが
推奨されています。今回、輸血業務検討小委員会
では、埼玉県内で共通の「不規則抗体陽性カード」
を作成し、埼玉県内での普及を目標に活動を開始
しましたので報告します。

スライド3

まずは、不規則抗体について基本的なお話をさ
せて頂きます。不規則抗体とは、ＡＢＯ血液型以
外の赤血球の抗原に対する抗体のことです。輸血
や妊娠などによる免疫反応の結果産生されます。
輸血に際して溶血性副作用の原因となったり、妊
婦が不規則抗体を保有しますと、新生児溶血性疾
患の原因となります。

スライド4

輸血による不規則抗体産生と副作用について、
遅発性溶血性輸血副作用の発生機序、抗Ｅ抗体を
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スライド5

次に、不規則抗体産生と新生児溶血性疾患発症
のメカニズムについてお話します。経胎盤出血が
起きますと、母体に胎児の血液が入ってきます。
この時、母親が抗原陰性で胎児が抗原陽性である
場合、母体に抗体が産生します。その抗体がＩｇ
Ｇ型の抗体であれば、胎盤を通して胎児に移行し、
その抗体が胎児の赤血球を破壊してしまうという
メカニズムになります。

スライド6

次に、不規則抗体の検査法についてお話します。
まずは、スクリーニング検査を行い、陽性であれ
ば、抗体同定検査を行います。その主な検査法は、
生理食塩液法・酵素法・間接抗グロブリン法など
があります。その特徴は、生理食塩液法は、冷式
抗体（ＩｇＭ型抗体）の検出に適しています。酵
素法は、不規則抗体同定検査には有用です。間接
抗グロブリン法は、37℃で反応する抗体（Ｉｇ
Ｇ型抗体）を検出します。臨床的意義についてで
すが、生理食塩液法・酵素法は、低いのですが、
間接抗グロブリン法は、高いとされています。臨
床的意義のある（高い）抗体とは、対応する赤血
球型抗原陽性の赤血球を生体内で破壊し、副作用
の原因となる赤血球抗体のことです。

スライド7

これは、どのように検査を行っているかを示し
たスライドです。左側は、試験管法で、試験管を
使用して凝集反応を見ています。右側は、自動機
器を使用しての検査法になります。主流は、カラ
ム凝集法です。埼玉県内でも、多くの施設で自動
機器を使用して検査をしていると思います。

例に説明します。Ｅ抗原陰性の患者にＥ抗原陽性
のＲＢＣを輸血しますと、数週間後、患者は不規
則抗体抗Ｅ抗体を産生します。その後、数週～数
年しますと、抗Ｅ抗体は抗体価が低下または消失
します。この時、患者の体の中では免疫記憶され
ています。そのあとに、Ｅ抗原陽性のＲＢＣを輸
血しますとＥ抗原の再刺激を受け、抗Ｅ抗体の急
激な産生が起こります。24 時間以降にＤＨＴ R
の諸症状が起きることになります。
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スライド8

本題の「不規則抗体カード」のお話をさせて
頂きます。まず、「不規則抗体カード」の発行状
況についてですが、全国大学病院 90施設中、29 
施設（約 32％）でカードを発行しています。そ
の他の施設では地域により、発行状況が異なると
思われます。今回、北九州市での情報を得ました
が、共通のフォーマットで 13施設が作成・運用
しています。埼玉県内では、全体の施設に対して
のアンケート調査は行っていないのですが、確認
できている施設 50施設について示しました。50
施設（小委員会施設 20施設）中、カードを発行
しているのは、3施設（１施設）、発行予定が 2
施設（２施設）です。45施設（17施設）は、現
在、発行していませんでした。

スライド9

今回、小委員会で検討するに当たり、カードの
記載内容で抗体名や検査法の記載について小委員
会の施設の中で調査を行いました。まず抗体名の
記載について、抗体名や検査法について小委員会

の中で調査を行なったのですが、「同定された全
ての抗体を記載する」を希望する施設が 10施設、
「臨床的意義のある抗体を記載する」を希望する
施設が 7施設でした。次に検査法の記載につい
てですが、「検査法を記載する」を希望する施設
が 9施設、「検査法は記載しない」を希望する施
設が 8施設でした。

スライド10

赤血球型検査ガイドラインが輸血細胞治療学
会より平成 15年 5月に公告され、この度、平成
26年 12 月に改定されました。その中から、「不
規則抗体検査に関して」抜粋したものです。1）
赤血球抗体の臨床的意義について、これは臨床的
意義のある抗体は、ほぼ例外なく、37℃反応相
からの間接抗グロブリン試験で陽性となるという
こと。2）不規則抗体のスクリーニングと同定に
ついては、間接抗グロブリン試験は、臨床的に意
義のある不規則抗体を検出する上で最も信頼でき
る方法である。その他の方法は、補助的に使用す
べきであるということ。遅発性溶血性貧血を予防
するためには、臨床的意義の高い抗体が検出され
た場合には患者への不規則抗体カードを発行する
のが望ましいとうたってあります。
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スライド11

このようなガイドラインを踏まえた上で小委員
会からのカード作成に向けての提案事項です。ま
ずその目的ですが、小委員会がカードのフォー
マット案を提示し、埼玉県内で共通の「不規則抗
体陽性カード」を多くの施設で活用してもらうこ
とで、遅発性溶血性輸血副作用や新生児溶血性疾
患の防止に役立てていきたいということです。ま
た、運用ルールですが、カード名は「赤血球不規
則抗体保有カード」とします。自施設で不規則抗
体検査を実施し、不規則抗体を検出時にカードを
発行します。

スライド12

スライド13

検査法、抗体名記載については、先程示しまし
たが、「赤血球検査ガイドライン」を参考にして、
検査法は記載しない、抗体名については、臨床的
に意義のある抗体を載せることにしたいと思いま
す。臨床・患者への説明やカードの手渡し方法に
ついてですが、説明文は、小委員会で作成した文
章、あとでお示ししますが、現在考案中の文章を
参考に、臨床・患者に説明していただくというこ
と、カードの手渡し方法については、各施設での
運用法で行なっていただくことになります。

スライド14

フォーマットについてですけれども、サイズは、
患者が携帯するのに便利な名刺やキャッシュカー
ドの大きさにしたいと思います。記載内容ですが、
表側については、まず氏名・漢字とフリガナ、生
年月日、性別、抗体名、検査日、施設名、施設Ｉ
Ｄについては、患者情報が特定されてしまうこと
から、今回は載せないことにします。裏側につい

ては、医師、患者へのお願い事項と問い合わせ先、
最後に「埼玉県合同輸血療法委員会」と明記して
頂きます。

これは、現在、考案中のカードのレイアウトで
す。両面印刷にする予定でこちらが表面です。
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スライド15

こちらが裏面です。先程、述べましたが、この
カードは、「埼玉県合同輸血療法委員会」からの
提示であることを記載して頂きたいと思います。

スライド16

これは、今考案中の臨床への報告・説明文です。

スライド17

カード発行に向けた今後の予定ですが、開始予

定は今年 4月を目標に考えています。発行の手
順についてですが、カード発行希望施設は、小委
員会提示の情報を埼玉県合同輸血療法委員会の
ホームページよりダウンロードしていただくこと
を考えています。この時に小委員会にその情報を
入れていただきたいと思いますので、事務局の方
に連絡していただければありがたいと思います。
カードは、小委員会提示のレイアウト・定型文
で、アレンジはせずにそのまま使っていただきた
いと思います。説明文は小委員会提示の文章を参
考に作成していただくことになります。自施設で
不規則抗体を検出した時に、カードを発行してい
ただくような手順になると思います。カードを受
け取った施設側の対応になりますが、カードに記
載されている抗体は、発行した施設で検出された
抗体で、その時保有していた既往抗体であること
を認識していただきます。輸血時は、その抗体に
対応する抗原陰性血を選択していただきます。そ
の施設で不規則抗体検査可能であれば検査を必ず
行っていただくような対応をしていただきたいと
思います。

スライド18

　これからの課題についてですが、各施設、患者
へのカード手渡し方法は異なると思われますが、
臨床の協力を得ることが必要です。各施設での利
用状況を調査し、検査法記載の有無や抗体の種類
など変更が必要かどうか、今後も検討が必要であ
ると思われます。カード利用法については、各施
設でのルール作りが必要であると思われます。
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スライド19

最後に、まとめです。現在、埼玉県内では、「不
規則抗体陽性カード」を発行している施設は少な
いと思われます。今後、小委員会が提示する「不
規則抗体陽性カード」を多くの施設で活用しても
らえるよう普及に努めたいと思います。「不規則
抗体陽性カード」を患者に携帯させるためには、
臨床の協力も必要であることより、その啓蒙活動
を行なっていきたいと思います。「不規則抗体陽
性カード」を運用していくことで、不規則抗体陽
性患者が他施設で輸血を受ける際、安全な輸血を
行なうことができ、また、新生児溶血性疾患の防
止にも役立つと考えます。
以上です。ご清聴ありがとうございました。
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報告４　拡がりつつあるアットホームな雰囲気の
自己血輸血訪問勉強会 

演者：池淵　研二　先生　　埼玉医科大学国際医療センター　輸血・細胞移植部

スライド1

皆さん、こんにちは。普段、私はあまりこうい
う普通の言葉の演題はつけずに、堅苦しい演題が
多いのですが、今日は「拡がりつつあるアットホー
ムな雰囲気の」ということで、15 分間しゃべれ
ればいいなと思ってまいりました。何がアット
ホームかということを聞いていただいた中で、感
じ取っていただければなと思っているのですが、
最初から言っておきますと、訪問している委員が
皆さん、終わった後、満足して帰ってきています。
それから、みんなで材料を集めたり、見せたり、
手づくり感があります。そして、終わるころには
皆さん笑顔があります。そのようなことで、ちょっ
と宣伝が多すぎるかも分かりませんが、進めたい
と思います。埼玉県合同輸血療法委員会の中に、
自己血輸血小委員会がありまして、その中で一つ
の目玉として、訪問勉強会というのを開催するよ
うになりました。事務局は、埼玉県赤十字血液セ
ンター内にありまして、その担当者が勉強会の募
集を行ってくれます。

スライド2

事前に、希望施設の自己血輸血業務の内容と、
訪問先の病院が、これについてはぜひ質問してお
きたいという質問票を提出していただきます。日
程調整をした上で、当日は医師、看護師、検査技
師のチームで医師 2名、看護師 2名、技師 5名
から都合を合わせます。なぜか年末に集中して、
ちょっと委員の皆さまには、都合合わせも大変か
なと思いますけれども、今は活動できることを喜
んでいますので、このような日程でもきちんと行
けています。現場の視察と意見交換、講演という
かたちで、埼玉県の自己血輸血の現状と、国内と
の比較を紹介して、そして、訪問先病院の状況も
解析させていただきます。最後にＱ＆Ａというこ
とで、あらかじめ寄せられた質問票に対しての回
答集、よく質問される疑問についての、追加の回
答をさせていただいて、お互いに理解を深めよう
という勉強会を行っています。
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勉強会の進行表の一例です。このように、この
病院には玄関にだいたい 17 時ぐらいに到着し、
採血室で看護師、医師と意見交換。検査室で受け
入れ、そして出庫、そのときの検査はどのように
やっているかの確認をして、会議室でＱ＆Ａを１
時間ほどやるという、このようなスケジュールで、
普段はやっています。

スライド3

スライド4

スライド5

スライド6

スライド7

最初に行かせていただいた病院のスライドで
す。右下が最後のＱ＆Ａの雰囲気です。右上では、
まさに患者役の方に看護師さんが穿刺針を刺す手
前まで実演をしていただきました。現場で行われ
ていることについて、出席した委員たちが、これ
はこういう方がいいかもしれないよ、これぐらい
までやっておけば安全性の担保につながりますよ
ねというようなアドバイスを行うというかたちで
やっています。

これは、また別の病院で同じようなパターンで、
採血室と検査室で意見交換をしながら、Ｑ＆Ａを
やっているシーンです。これも同じようで、採血
室、検査室、現場の見学と意見交換、そして講演
会をやっているスタイルです。
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もう一つ新しいパターンに取り組んだのは、国
立障害者リハビリテーションセンター病院です。
採血室で、患者役と看護師役を委員が演じて、そ
ちらの施設の、ベッドの上で実技・実演を行って、
その後、会議室に移ってＱ＆Ａをやるというかた
ちでした。ここでは、そのセンターにない機材、
例えば、ダミーの血液バッグ、穿刺パック、ロー
ラーペンチ、シーラーとか、そのようなものは委
員の方から持ち込んで、実技ができるというかた
ちの勉強会が行われました。患者役と看護師役は
委員ですが、周りで現場の方々が見学をしながら、
シーリングの仕方とか、ハンドシーラーの使い方
など講習しました。私はここで言いたいのですが、
パターン 3の右下の写真のように、最後には笑
顔が見られました。このように、現場では、ああ、
納得できたというようなかたちの勉強会が行われ
ました。

スライド8

そこでは、このような少人数でしたけれども、
輸血療法委員会のメンバーの方々と出席した委員
との間で、まず現場の観察をした後に、意見交換
を行ないました。

スライド9

スライド10次に、別のパターンを紹介します。関越病院と
いうとこですけども、現場の見学についで、今後
着手したいということで、全体での面談ではなく
て、輸血療法委員会のメンバーと面談をして、マ
ニュアル、手順書の説明、スタートに向けて整備
してほしい機材の紹介等々をやるというようなパ
ターンが行われました。

スライド11
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次によく交わされる質問集を示します。できる
限り、適切な回答をしようと努めています。皆さ
んもこのような質問をお持ちではないでしょう
か。種々の注意点、VVR 対応、高齢者から採血

スライド12

スライド13

スライド14

する際の注意点、体温は何度まで許容できるか、
採血途中で採血速度が落ちてきたら、いくらまで
採れれば大丈夫なのか。400mL 採れないときは、
最低いくら採血できればこのバッグは有効として
よいだろうかというような質問が寄せられて、そ
れについて回答します。採血台と床置きの採血装
置との間の落差が大きいと採血スピードが速くな
るので注意が必要、採血し空気が入ってバッグが
ぱんぱんになったり、多めに採血してしまった場
合はどうかするか、バックにエアーが入らない方
法、チューブシーラーの上手な使い方、チューブ
シーラーは必ずする必要があるのか等、質問に答
えます。補液をされていない施設があるので、自
己血輸血学会の推奨ガイドラインに従って、採血
量相当の補液はしてほしいということをお話しし
ています。

今後のパターンとして一つ考えているのです
が、自己血採血手順のビデオ作成をすること。撮
影自身は終えましたが、追加の撮影が必要で、あ
とストーリーをこれに付け込むというようなこと
をしなければいけないのですが進行中です。それ
をある会場を借りて紹介しながら、前のスペース
で、患者役、看護師役、医師役が、自己血採血の
デモンストレーションしながら、このビデオも紹
介するというようなかたちにしてはどうかなとい
うことを、今、考えています。こうできれば、１
カ所に訪問するかわりに、数カ所の希望者が一つ
の会場に集まって、経験が共有できる、そういう
パターンになるのではないかと考えています。

検査技師さんが答えますのコーナーでは、採血
した後のバックを、検査室の保冷庫の中に入れる
までどれくらいの時間の余裕はあるか、走って
持っていかないといけないかと質問があったりし
ます。感染症の陽性結果が出た場合には、その後、
保管はどのようにするのか。自己血ですが、バッ
グを預かって、そのまま出すのではなくて、本人
確認の検査が必要になりますよというようなこと
をお答えします。
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医師が答えますというコーナーでは、採血を今
日していいかどうかの体調について、凝集塊のあ
る製剤の輸血のテクニックについて質問がありま
す。また輸血時のトラブル対処法、副作用の種
類と副作用があった場合の対処法などの質問があ
ります。皮膚の消毒を徹底しても、細菌汚染が生
じるか、自己血採血と輸血についてヒヤリ・ハッ
トがあったかどうかということが質問に出てきま
す。

スライド15

スライド16 次のスライドはこれまでの実績を示していま
す。平成 25 年、26 年に、３施設、５施設訪問
させていただきました。今までの２年間でトータ
ル 406 名の方々に、私どもはお会いすることが
できて、お話をすることができて、アドバイスが
行えたかなと思います。看護師さんが圧倒的に多
くて 65 名と 130 名。検査技師さんが次で、医
師はちょっと参加が少ないですが、15名、16名。
われわれは現地で訪問させていただいて、フェー
ス・トゥー・フェースでお話ができたということ
で喜んでおります。できたら、1,000 名を突破し
たいと希望を持っています。

スライド17

スライド18

もう一つの活動として、Ｑ＆Ａのところを、埼
玉県自己血研修会というところで、少し大きな会
場を借りて年に 1回行っています。そこでの出
席者をご紹介しますと、この会でＱ＆Ａを開催し
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たのは平成 25年からですが、トータルで 228 名
の方が参加されました。看護師さんは六十数名と
八十数名、検査技師さんが 40 名、20 名。そう
いう方々を前にして会場全体を巻き込んだ形で、
マイクを配りながら、Ｑ＆Ａをするという活動を
行いました。先ほどの訪問勉強会で行ったような
内容を踏襲したかたちで行なっていますが、活発
な議論があり、終わった後も、さらに会場の外で
Ｑ＆Ａを受け付けるというような窓口をつくりま
すと、30 分ぐらい延長して質問に来てくださる
方がいらっしゃいました。

スライド19

メリットとしては、やはり現場の対応がよく見
えて、その現場ではどのようなことをやっている
かがよく分かることです。現実的なアドバイスが
できます。輸血学会のＩ＆Ａ査察のような、こ
れがないと、この病院の輸血は認めないよという
ようなかたちではなくて、現場に対応できるよう
な、具体的な推奨レベルを紹介できること等がで
きています。それから、共通の課題が掘り起こせ
ます。シーラーは使うべきかどうかとか、規定量
とれなかった採血パックは使用可能とか、そのよ
うなことが出てきます。これは、私の一つの役割
かなと思いますが、その病院の病院長が司会をし
て下さった場合には、ハンドシーラーが必要です
とか、保冷庫をもし買うのであれば、日赤血とは
別の、自己血専用の保冷庫を買って下さいとメッ
セージを置き土産として残して帰ります。訪問勉
強会の後で買っていただけたというようなリポー
トもいただいたりしています。

スライド20

スライド21

今まで自己血採血に携わったことがなかった
方、あった方から、このように来てもらってよかっ
たとありがたい言葉をいただいています。新しい
知識を得た、知識の整理ができたという言葉もい
ただいております。今まで何気なくやってきたこ
とが整理できた、手技の間違いに気が付いた、具
体的な対処方法が分かった等々のコメントもいた
だきました。
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スライド22

スライド23

スライド24

また、シーラーの使用法についてよく分かっ
た、採血しても良いか否かの判断が分かった、自
施設と埼玉県内の施設の比較が分かった、自分の
ところはよくやっている施設だったんだと、あら
ためて納得できたというようなコメントもありま
した。

今後の取り組みとしては、先ほども紹介しまし
たが、自己血採血の手技を紹介するビデオを作製
します。できれば、検査の基本手技、製剤を出庫
してから輸血を行ない、輸血後の観察までの手順
を紹介するビデオを作製します。この３部作を合
同輸血療法委員会のホームページにアップして、
そこにパスワードを取得した利用者から閲覧がで
きるように公開します。それをそのまま施設の中
の勉強会に使っていただくような連携ができれば
いいかなと、血液センターの事務局の方とも相談

しております。

最後のスライドの地図は、私達が今までに訪問
できたところを示そうと思って出しています。で
きたら県内の全ての地域に、私たちが訪問勉強会
に行けましたと紹介できるようになりたいと願っ
ています。どうもありがとうございました。
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 質  疑  応  答

○村上 池淵先生、ありがとうございました。何かご質問がございましたらば、せっかくの機会
ですのでご遠慮なく。うちにぜひ来てほしいとかいうようなご要望でも。これは、先生、
完全ボランティアで、施設のご負担はないですよね。

○池淵 ございません。まったくのボランティアです。

○村上 交通費も訪問先で。

○池淵 交通費は、埼玉県合同輸血療法委員会の方からのサポートで、施設から出していただく
 ことは一切ありません。スタイルをいろいろ選んでいただければ、患者役も連れていっ

たりできると思います。最後のやり方が一番笑顔が多かったかなと思われます。

○村上 よろしいでしょうか。
　 では、先生どうもありがとうございました。

（池淵先生終了）
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スライド1

報告５　埼玉県における大量輸血症例
－ 2013 年の全国調査より－

演者：阿南　昌弘　先生　　埼玉医科大学総合医療センター　輸血・細胞治療部

スライド2

我が国では、大量出血時の凝固因子補充に対し、
大量の FFP が使用されています。しかし、最近
ではクリオプレシピテートまたは濃縮フィブリノ
ゲン製剤の投与により、出血量および輸血量の削
減につながったという報告があります。
このような背景を踏まえ、わが国の輸血症例の

実態を把握するため、厚生労働省委託事業「平成
25年度血液製剤使用実態調査」が行われました。

今回はそのアンケート結果のうち、埼玉県の大量
輸血症例について報告します。

スライド3

2013 年に、日赤血液センターから輸血用血液
製剤が供給された 11,015 施設を対象に、病床数、
調査期間中の輸血症例数、単位数、1日に RBC
を 10 単位以上輸血した症例すなわち R10 症例
数、輸血単位数を調査しました。
また、R10 症例個別の診療科名、輸血量、ク

リオプレシピテート、濃縮フィブリノゲン製剤使
用量、輸血前フィブリノゲン濃度を調査しました。



第 6回　埼玉輸血フォーラム

30

スライド4

まず報告のあった施設数です。
全国では 4,894 の医療機関から報告があり、

回答率は 44.4% でした。300 床未満の施設が
84% を占めていましたが、病床数が増加するほ
ど施設数は減少し、800 床以上の施設は 1%でし
た。
埼玉県では 187 施設から報告があり、全国に

占める割合は 3.8% でした。施設規模の内訳は全
国と同様の傾向がみられました。

スライド5

RBC が輸血された施設数は全国で 3,812、埼玉
県では 145 であり、全国の 3.8% が埼玉県の施設
でした。病床数別では 300 床未満の施設が最も
多く全体の約 80%を占めていました。輸血量は、
全国で約 450 万単位、埼玉県では約 22 万単位
が使用されていて、その割合は 4.8% でした。病
床数別では施設数の割合と異なり、500 ～ 799

床の施設が最も多く全国で 30.5%、埼玉県では
38.6% でした。施設あたりの輸血量は 800 床以
上の医療機関で最も多く、全体と比較すると 10
倍近くの使用量となっていました。

スライド6

FFP は全国で 1,958 施設、埼玉県では 79施設
で使用されており、4%の施設が埼玉県の施設で
した。病床数別では RBC と同様、300 床未満の
施設が最も多かったですが、RBC よりも若干少
なく全体の約 60% 前後でした。輸血量は、全国
で約 170 万単位、埼玉県では約 7万 7千単位が
使用されていて、その割合は 4.5% でした。病床
数別では、500 ～ 799 床の施設が最も多い結果
となりました。FFP/RBC 比は全国が 0.38、埼玉
は 0.36 でほぼ同じでしたが、800 床以上の施設
では全国が 0.63 であったのに対し、埼玉県では
0.46 と FFP の使用量が少ない傾向がありました。

スライド7
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R10 症例があったと回答した施設の輸血量を
まとめました。R10 症例の RBC 輸血量が赤色で
示されていますが、施設番号が 6から 13あたり
の施設は赤色の部分がないことから、R10 症例
についての回答がなかったことを示しています。
RBC、FFP ともに輸血量の多い施設ほど R10

症例の割合が多く、特に FFP ではその傾向が顕
著でした。

スライド8

病床数別に R10 症例があった施設数をまとめ
ました。全体では 187 施設でしたが、80% 以上
の施設から報告がありませんでした。R10 症例
があり、輸血量も報告された施設は 18で全体の
9.6% でした。

スライド9

R10 症例があり、かつ輸血量の報告があった
18 施設では、R10 症例は 1,092 で全体の 4%、
RBC 輸 血 量 は 20,413 単 位 で 18.6%、FFP は
16,862 単位で 35.8% と、症例数の割合とくらべ
て RBC、特に FFP の使用量が多い傾向がありま
した。FFP/RBC 比は、全輸血例では 0.43 でした
が R10 症例では 0.83 であり、800 床以上の施設
では 0.93 でした。

スライド10

R10 症例はあったものの輸血量が報告されな
かった施設が 8あったため、この施設群での輸
血量を推定してみました。施設間で輸血症例の病
態に偏りがないと仮定して、病床数ごとに輸血量
の報告がなかった施設とあった施設の比率を算出
し、その比率を輸血量の報告があった施設の数値
に乗じて推定量を算出しました。
その結果、R10 症例数は 1,403、RBC 輸血量は

26,273 単位、FFP は 21,841 単位と推定されま
した。かっこの数字は全輸血症例に対する割合を
示しています。R10 症例は症例数としては全体
の 5%程度ですが、RBC の輸血量は 24%、FFP に
至っては 46.4% であり、全体の半数近くが R10
症例で使われている可能性が示唆されました。
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スライド11

R10 症例個別の報告があった 294 例のうち、
輸血前フィブリノゲン濃度が測定されていたのは
204 例で全体の 69.4% でした。フィブリノゲン
100 未満、100 以上 150 未満、150 以上に分類
して RBC、FFP の輸血量を調べたところ、フィブ
リノゲンが低いほど輸血量が増加する傾向にあり
ました。フィブリノゲンが 150 未満の症例では
RBC より FFP の平均輸血量が多く、特に 100 未
満の症例ではその傾向が顕著でした。

スライド12

R10 症例の診療科別輸血症例数です。RBC の
輸血症例数は心臓血管外科が最も多く 91 症例
31%、次いで救急科 70 例 24%、消化器外科 51
例 17.6%、産婦人科 35例 13.1% などとなってい
ました。

スライド13

R10 症例の診療科別輸血量と、フィブリノゲン
濃度です。R10 症例全体における平均 RBC 輸血
量は 16.7 単位で、FFP は 15.2 単位でした。輸血
前フィブリノゲン濃度は 189.7 でした。この中
で、特に産婦人科では FFP の使用量が 35症例で
24.9 単位と多く、フィブリノゲン濃度も 140.2
と他の診療科と比較して低いことが明らかになり
ました。

スライド14

次に、同様のことを病態ごとにまとめてみまし
た。症例数が多かった上位 4診療科についてで
すが、産科的疾患である弛緩出血、胎盤早期剥離、
前置・癒着胎盤では FFP の使用量がほかの疾患
より多く、フィブリノゲン濃度も低い傾向があり
ました。特に胎盤早期剥離では、症例数が少ない
ものの RBC の使用量が 14 単位でほかの疾患と
大差ないのに対し、FFP の使用量は 34.3 単位と
多く、フィブリノゲン濃度は 67.5 と非常に低い
ことがわかりました。
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スライド15

凝固因子製剤は、フィブリノゲン製剤が１施設、
26 症例で使用されていましたが、クリオプレシ
ピテートが使用された施設はありませんでした。
病態ごとにフィブリノゲン製剤を使用した群と使
用しなかった群を比較してみたところ、投与あり
群の方が輸血量が多く、フィブリノゲン濃度は低
い傾向がありました。しかし、先ほど示したよう
に、フィブリノゲン濃度が低いほど輸血量が多く
なる傾向があることから、もしもこれらの症例で
フィブリノゲン製剤が投与されていなければ、さ
らに輸血量が増えていた可能性があります。たと
えば、症例数は少ないですが、胎盤早期剥離では
輸血前フィブリノゲン濃度が投与あり群では 70、
投与なし群では60であり両群とも低いのに対し、
輸血量は投与あり群の方が少なくなっています。
今後は症例を集めてさらに詳細な検討をする必要
があると思われます。

スライド16

埼玉県においてＲ 10症例の報告があった施設
数は 26 施設で、全施設数の 13.9％を占めてい
ました。Ｒ 10症例は、推定 1,403 症例で、全輸
血症例の 5.1％を占めていました。それに対して
ＲＢＣ、ＦＦＰ輸血量は、それぞれ 26,273 単位
（24％）、21,841 単位（46.4％）。症例数を比較
すると、Ｒ 10症例の輸血量が多い傾向にありま
した。

スライド17

R10 症例数は、診療科別では心臓・大血管外
科、救急科、消化器外科、産婦人科の４診療科で
84%を占めていました。
輸血前フィブリノゲン濃度は、全体の約 70%

の症例で測定されていました。フィブリノゲン濃
度が低いほど輸血量が増加する傾向があり、濃縮
フィブリノゲン製剤の使用により輸血量を削減で
きる可能性があると考えられました。
フィブリノゲン製剤が使用された症例では輸血

量が多い傾向がありましたが、症例ごとに特色が
異なる可能性があるため、今後さらに検討を重ね
る必要があると思われます。
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スライド1

報告６　新生児に対する輸血療法の実態調査結果 

演者：大久保　光夫　先生　　埼玉医科大学総合医療センター　輸血・細胞治療部

埼玉県合同輸血療法委員会の合同輸血療法委員
会という名称が分かりにくいかなと思います。実
は、今日いらっしゃっている稲葉先生が、九州地
方の病院で合同輸血療法委員会を行って、新鮮凍
結血漿（FFP）の削減に成功したという例があり
ました。この方式を厚生労働省が推奨するという
ことで、各県にこういうものがつくられるように
なり、埼玉県合同輸血療法委員会というものがで
きたわけです。われわれのところも、FFP の使用
量を削減するということが何よりの目標になるわ
けです。最近は不適切な使用というものはありま
せんが、私たちの施設の輸血療法委員会などで詳
細に見てまいりましたところ、新生児の患者さん
に輸血をするときに、どうしても余ってしまう。
これは当然廃棄されるわけですが、伝票上は全部
を使ってあるように書いてあったりすることもあ
りますが、実際には廃棄されていることが明らか
になりまして、削減する、あるいは適正に使用す
るということになれば、この部分についてもやっ
ていかなければいけないだろうと思います。そこ
で，実態について調査をした結果をここで発表し

スライド2

たいと思います。協力いただいた施設にもちろん
感謝をするわけですけれども、６施設と非常に少
ないものですから、ここに書き出すと、結果と一
致してしまい、匿名性がなくなってしまうので、
施設名は書いてありません。

目的ですが、新生児に対する輸血療法の現状と、
残量血液の廃棄量を調査することが一つ。将来的
にですが、小規模の血液製剤をつくるときの意見、
あるいは期限が延長できないかどうか、そういっ
たことに対する要望の裏付けとなるデータを集め
るということになります。
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スライド3

期間は 2013 年４月から９月まで、実数を報告
していただきました。埼玉県合同輸血療法委員会
ではいろいろなアンケートを行っていまして、施
設の倫理委員会を通らないから協力できませんと
いうものが多いのですが、この問題については、
全ての施設が協力していただけたということか
ら、なるべく取り上げていただいて、解決してほ
しいという意思が現れているということなのかも
しれません。

スライド4

いろいろなアンケートは時間が非常にかかって
まとまりにくい部分もあるのですが、こちらにつ
いては予定よりも早く結果が出ており、非常に協
力的であったということで感謝致しております。
対象施設は、新生児領域の輸血を行っている県内
の６施設。質問項目は、新生児輸血の患者数です。
新生児の定義は生後28日未満となっております。

スライド5

製剤別の使用量については、RBC、FFP、PC と略
させていただきますけども、これについて回答し
ていただいています。輸血の目的：これは実際に
は適応です。つぎに交換輸血に用いる製剤の組み
合わせ、これは参考としてお聞きしました。製剤
の分割使用の有無と種類、１回当たりの輸血量、
FFP の融解後の使用期限を聞いています。量と融
かしてからどのぐらいまで期間を認めているかも
尋ねています。残量：血液の総廃棄量ですが、こ
れを把握することは非常に難しくて、捨てている
血液の量をきちんと記録しているところはどこも
ありません。例えば、まったく未使用のものとい
うのは輸血部でも把握できるのですが、患者さん
に途中まで入れて捨てたものを輸血部に回収して
も、何mLであったかというのは分からないので、
結果としてはあまりはっきりとした結果は出てお
りません。それから、希望としてどのような容量
の製剤が新生児に適切かというようなことを聞い
ています。

結果ですけれども、県内で６医療施設が新生児
に対応しています。そのほかはほぼ新生児に関し
て輸血をしている場所はないと判断されました
ので、輸血を受けた患者さんは県内で半年間に
165 人いたということになります。
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スライド6

使用した製剤とその量ですが、RBC が 238 単
位、FFP が 469 単位、PCが 505 単位となってお
ります。

スライド7

適応ですが、これは複数回答で、一番多いのが
重症感染症 DIC です。この辺は血液内科の先生
や新生児の先生はよくご存じなのですが、同時に
出てくる病態なので二つに分けることはできませ
ん。感染症に輸血するということはおかしいので
すが、実際は重症感染に伴って DIC になってし
まいますので、輸血が行われます。また未熟児と
いう言葉は、今は差別用語なので使いませんが、
病名としては残っておりますので、未熟児早期貧
血が輸血の理由の第 2位です。現実的にはこれ
が一番多いのかなと思っていました。そのほか、
交換輸血が３例ありました。

スライド8

製剤を分割しているかどうかですが、無菌的に
分割しているのが６施設のうち４施設で、分割し
ている製剤は赤血球製剤、あるいは赤血球製剤と
血小板製剤の両方を行っていました。

スライド9

FFP を分割しているところはありませんでし
た。この理由が後から分かるとは思いますが、一
つが使用期限です。一応、解凍から３時間以内と
いうガイドラインがありまして、添付文書にも説
明が書いてあります。これが現在のところ正しい
使い方ですけれども、実際には６時間かけて輸血
しています。８時間、24 時間以内ならオーケー
ですというのが２施設ありました。現実的には、
もう FFP は新生児の場合、３時間の縛りという
のはないというように使われているのが現状であ
るということが分かります。
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スライド10

次に１回当たりの使用量ですが、新生児は
500g から 2,000g ぐらいまで非常に体重に差が
ありますので、非常に難しいのですが、たぶん
一人の患者さんに輸血される量は 20から 40mL
が最も多いと回答されています。次が 46 から
70mL であるということです。このように、各施
設、一見ばらばらのように見えますが、中央値を
取りますと 30から 40mL ぐらいの間に入ってま
いります。

スライド11

廃棄量については、先ほどお話ししましたよう
に、実際の量というのは分かりませんでした。し
かし、FFP の使用量の中央値を 38.5mL とします
と、FFP は 120mL で、残りは全部廃棄されてお
りますので、半年間で 318 バック。日赤では単
位というものは使っていませんので、バックとい
うことになりますが、これが破棄されているとい

スライド12

考察です。新生児は非常に体重が少ないので、
赤血球製剤の分割というのは日常的に行われてい
ます。ガイドラインはあまりないのですが、現実
的には行われております。また、FFP に関しても、
融解後の時間の延長の許容というものが行われて
おります。しかし、現在はっきりと FFP につい
ては解凍後３時間以内の使用という指針が決めら
れておりますので、それを守ることになりますと、
多くが捨てられてしまうということになります。
今後、FFP の分割と使用期限の延長が認められる
ことによって、廃棄削減につながるものというよ
うに考えております。
以上です。ありがとうございました。

うことになります。これは，患者さん側としても
不利益です。次の日に FFP を使うとなると、も
し 24 時間保存してもいいということであれば、
それを分割して使えるのですが、廃棄ということ
になると、またもう一人分の抗原、例えば HLA
に関するタンパクであるとか、いろいろな血清上
のタンパクが入ってしまいます。このようなアロ
抗原物質が、同じものを二つに分けて、24 時間
後に使えば一人分ですみます。
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患者中心の輸血医療（PBM）を実現するための看護師の役割

座長：佐藤　謙　先生　　防衛医科大学校病院　内科

第２部

報告１　救命救急領域における輸血業務

演者：大川　直美　先生　　さいたま赤十字病院　看護部

スライド1

皆さん、こんにちは。さいたま赤十字病院より
まいりました、看護師の大川直美と申します。本
日はよろしくお願いします。私は現在、ＩＣＵ救
急外来に勤務しております。そのため、本日は「救
命救急領域における輸血業務」というテーマで、
当院のＩＣＵ救急外来の輸血業務について、発表
したいと思います。

スライド2

本日の内容は大きく三つです。一つ目は、当院
の概要について。二つ目は、当院のＩＣＵ救急外
来で実際に行われている輸血業務の現状につい
て。三つ目は、ＩＣＵ救急外来看護師への輸血に
関するアンケート結果について、ご報告させてい
ただきます。
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スライド3

スライド4

スライド5

スライド6

当院は、605 床を有する総合病院で、さいた
ま市の中央部に位置しています。地域の中核病院
として機能しております。第三次救命救急セン
ターを持ち、急性期病院の役割を担い、重症患者
の受け入れなどを行っております。平成 25年度
は、一日平均入院患者数は 568 名。一日平均外
来患者数は 1,314 名。平均在院日数は 12.9 日で
した。

こちらのグラフは、当院の救急外来患者数の
推移を表したものです。平成 25年度の救急車受
け入れ台数は、年間 7,380 台でした。そのうち、
三次救急患者受け入れ数は 1,954 名でした。平
成 24 年４月から平成 25 年 12 月、ちょっと古
いものですが、その後も同様な推移です。救急外
来の患者数は、救急車と自力来院を合わせて、毎
月 900 人から 1,200 人程度。三次救急患者の受
け入れが毎月 140 人から 200 人程度になってお
ります。

こちらは救急外来とＩＣＵの概要です。ＩＣＵ
は６床、平均在床日数は３日、三次救急対応を要
する外傷患者の受け入れは、埼玉県内トップに
なっています。そのため、緊急大量輸血の症例が
とても多くあるのが現状です。看護師数は、救急
外来看護師が８名、ＩＣＵが 26名で、１看護単
位となっています。
三次救急を担当する救急医学科の医師は、常勤

が７名、シニアレジデント、研修医等が数名おり
ます。こちらは、当院のＩＣＵの中の写真です。

こちらは、ＩＣＵの患者数の推移を表したもの
です。平成 25年度のＩＣＵに入院する一日平均
患者数は、4.5 人でした。濃い棒グラフは、ＩＣ
Ｕの月間の延べ患者数です。薄い棒グラフが新規
入院患者数を表しています。新規入院患者のほと
んどは三次救命対応として受け入れた患者さんに
なっています。
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スライド7

スライド8

スライド9

スライド10

スライド11

当院の輸血の使用状況です。平成 25年度の輸
血使用量は、RBCで１万 1,191単位、FFPは 4,601
単位、PC が１万 1,155 単位になっております。
診療科別では、内科についで救急医学科が２位と
なっています。特に、RBC については、内科と
救急医学科で院内全体の７割を、使用しておりま
す。FFP は、真ん中の棒グラフですが、こちらは
救急医学科がもっとも多く使用しておりました。

ここで、実際にあった緊急大量輸血の事例を紹
介したいと思います。患者は、50 歳の女性。吐
血による出血性ショックにて、当院に搬送されま
した。病着時は心肺停止状態でした。

少し見にくいのですが、こちらは実際の救急外
来で書かれている看護記録です。ここからが時系
列で、経過になっています。患者到着と同時に、
さまざまな救命処置が開始されるのですが、来院
してすぐ救命処置が開始されて、Ｏ型のノンクロ
ス６単位がオーダーされています。当院では、Ｏ
型ノンクロスは、１回のオーダーでは上限６単位
までという指定がありますので、取りあえず、上
限の６単位をここで医師がオーダーします。この
ときのＨｂは 3.6 でした。そして、病院到着後、
15 分後、37 分にはＯ型のノンクロスが到着し、
すぐにこのときノンクロス輸血が開始されていま
す。

こちらに青いロット番号シールが貼ってあるの
ですが、当院は、救急外来では手書きの記録にな
りますので、必ず輸血のロット番号シールを貼っ
て、いつ、どこで、何番のロットのものが患者さ
んに投与されたかというのが分かるようにしてい
ます。さらに 10 分後、追加で RBC がオーダー
されました。同時に、クロスマッチの方の依頼も
されています。
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スライド12

スライド13

スライド14

病院到着後、１時間 30分後に、患者さんと同
じ型の輸血が開始されています。Ｂ型でしたので、
Ｂ型の輸血が開始されています。この間に、ノン
クロスは全て入りきっております。この患者さん
は吐血によるショックでしたので、この場で胃カ
メラが開始されています。それと同時に、またさ
らにFFPとPCのオーダーも追加で行われており、
ここからＢ型の輸血が１、２、３と開始になって、
FFP の方もここでオーダーはされていますが、融
解に時間がかかるので、11 時 56 分、FFP が開
始されております。こちらが FFP になります。
FFP は、救急外来では、融解装置がありません

ので、ＩＣＵにある融解装置で融解した後、看護
師が届けるというシステムを取っております。こ
の患者さんは、病院到着の約３時間後にＩＣＵに
移動することができました。この間、救急外来で
実施された輸血は、RBC が 18 単位、FFP が 10
単位でした。その後もＩＣＵでは輸血が継続され
て、この日の夕方までは輸血が続いていたという
状況でした。

こちらは、今の患者さんではないのですが、あ
る日の救急外来です。救急外来やＩＣＵでは、こ
のようにすぐその場で緊急オペが行われることも
多いため、医師の輸血オーダーを受け、すぐに輸
血の取り寄せ、管理、それから投与に至るまでは
看護師が行っております。

こちらは、ＩＣＵの写真です。ＩＣＵでもこの
ように緊急オペが開始されて、こちらはかなり落
ち着いた患者さんですが、輸血をされていました
ので、ちょっと１枚、写真を撮らせていただきま
した。ＩＣＵでは、オペ室に移動できないほど重
症な、不安定なバイタルサインである患者さんや、
後はオペ室に移動する時間までも待てないような
患者さんの場合は、ＩＣＵの中で開胸、開腹等の
手術がすぐに始まるといった状況にあります。

このように、ＩＣＵ、救急外来では、他病棟で
はほとんど実施することがない、緊急大量輸血が
行われております。そこで、ＩＣＵ、救急外来で
働く看護師が、輸血を実施する際に、何に気を付
けているのかを少し調査してみようと思い、簡単
なアンケート調査を今回行いました。アンケート
の内容は、予定輸血と緊急大量輸血、それぞれに
対して、それぞれ実施時に注意していることは何
ですかということを、選択回答方式でアンケート
をさせていただきました。ＩＣＵ、救急外来看護
師の当該部署経験年数は 3.6 年、中央値は 2.5 年
でした。アンケート回収率は 88％でした。
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スライド15 スライド16

スライド17

輸血時に注意していることで、予定輸血と緊急
大量輸血を比較してみますと、差があったのは、
輸血の流速と投与時間でした。輸血の流速や投与
時間は緊急大量輸血の場合、医師はポンピングを
行ったり、輸血を全開で投与するために、注意の
度合いとしてはやはり低くなると考えました。も
う一つは、患者のバイタルサイン、副作用。こち
らについても、統計では出しておりませんが、若
干、グラフ上では差が見られます。緊急大量輸血
＝患者さんの状態が悪化しているということにな
ります。患者さんの変化には、もちろん看護師と
して十分注意はしているのですが、それが輸血に
よるものなのか、そうではなく病状の悪化という
ものなのか分からなくなってしまうので、輸血の
副作用の観察という観点では、差があることが分
かりました。
今回、私がこのアンケートを行ったのは、予定

の輸血をするときと、緊急大量輸血をするときで
は、やはりＩＣＵと救急外来の看護師は、緊急時
はやることが一気に増えますので、輸血に対する
意識というのは、もっと差が全ての項目で出てく
るのかなと思って実施したのですが、あまり選択
回答方式では、実は出てこなかったなと思ってお
ります。ただし、私が注目したのはこちらで、製
剤の破損や製剤の色調等の、輸血の品質管理。こ
れは予定輸血であろうと、緊急時輸血だろうと非
常に注意している看護師が少ない。４割を切るぐ
らいの値だったのにちょっと驚いてしまったとい
う結果が出ました。

ここで、院内の廃棄血単位数を見てみました。
そうすると、期限切れや破損取り扱い不備、病棟
払い出し後の返品というのが、不適切な製剤の管
理に関わってくる項目かなと思っています。特に、
病棟払い出し後の返品は、やはり一番、病棟とし
ては問題なのかなと思っているのですが、この数
値は、例年ずっと追い掛けて見てみますと、特に
増減しているわけではなく、例年、これぐらいの
数値が挙がってきているといった感じでした。
院内のインシデント報告も調べてみたのです

が、輸血に関する報告は昨年度１件のみでした。
ただし、これもカリウム除去フィルターに関する
インシデントであって、実際に、輸血製剤の管理
について等が絡んでくるものは、報告に挙がって
いないということでした。

これらの結果から、ＩＣＵ、救急外来看護師
は、適切な製剤管理について、十分な理解があま
りできてないのではないかなと考えました。輸血
マニュアルには、製剤管理についても載っており
ます。さらにＩＣＵでは、輸血管理手順というの
が別にありまして、これらの四つが明記されてい
ます。輸血を実施するときは、看護師が医師に１
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スライド18

スライド19

回ではなく、２回、３回と本当にいますぐ使用し
ますか、本当に全ての単位数をこの患者さんに入
れますかということを、緊急時でも聞いて、払い
出してもらうといった工夫をしているという意見
がございました。

これが今、管理上にちょっと関係してくるかな
と思って撮ってきたのですが、ＩＣＵにのみ、こ
の三つがそろっています。これが輸血用の冷蔵庫、
こちらの後ろにあるのが FFP 用の保冷庫、これ
が FFP を融解する、大量に一気に融解できる融
解装置がＩＣＵにはそろっております。これらの
管理も看護師が行っております。

これは、アンケートのその他の欄に記載されて
いたものを挙げてみました。看護師は選択肢で与
えられたもの以外にも注意しているという回答が
返ってきております。緊急時には、輸血同意書を
もう取らずに、待たずに始めてしまうことが多い
ために、実際に、これについてはちゃんとご家族
に相談と説明が行っているのか。書類はどうした
のかということを気にしている看護師が多くいま
した。後は、緊急時でありながらも院内にいった

い今どれくらいストックがあるだろうとか。他病
棟でも使用されていますので、救急にいったいど
れだけの輸血を回してもらえるだろうということ
を考えているということです。輸血がいったい今、
何単位オーダーされて、病棟に何単位払い出され
て、患者さんの体にはいくつ入ったのかというこ
とも注意しておりました。後は、輸血ラインの交
換、大量に何十単位も入りますので、いったいど
の時期になったら、ラインを交換したらいいのだ
ろうという疑問等もありました。一番下の、検査
部への緊急度の伝え方というのは、やっぱり現場
の緊急状態、緊張状態をいかに冷静に検査部に、
コンフリクトを起こさないように、少しでも早く、
患者さんに輸血を実施できるようにという思いで
工夫しているというか、そういう言い方ですね。
部門を越えた伝え方ということに対して、注意し
ているといった意見もありました。

スライド20

当院の現状や看護師へのアンケートから、ＩＣ
Ｕ、救急外来での輸血に関する課題を三つ、私な
りに挙げてみました。一つ目は、事例検討なので
すが、緊急大量輸血事例をやはり部署内で検討し
て、振り返ることが重要ではないかなと思いまし
た。緊急大量輸血時には、マニュアルや手順にのっ
とった実施は本当にできていたのかということ
を、スタッフ間で振り返ることで、新たな気付き
が得られるのではないかと思っています。二つ目
は、看護師への定期的な教育です。当院では、自
己血輸血看護師が２名、臨床輸血看護師が１名お
ります。輸血に関する教育は、新人対象に年１回
しか実施されておりません。ＯＪＴがほとんどで
あるため、部署間で輸血に対する知識や、経験の
ばらつきが見られていると考えております。今後
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は、検査部とも協力し、適切で安全な輸血ができ
るよう、教育計画を立てていきたいと思っており
ます。三つ目は、教育を充実させるためにも、臨
床輸血看護師の資格を取得するように、私を含め
てなのですが、スタッフに少し推奨していけたら
いいなと思っております。今回は、このような発
表の機会をいただいたことで、自分自身の知識の
なさと、後は当院のなかなか厳しい現状というの
をよく知ることができました。とても勉強になり
ました。どうもありがとうございました。
以上で、発表を終わりにしたいと思います。
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 質  疑  応  答

○佐藤 大川先生、どうもありがとうございました。救命救急の現場での輸血について、事例検
 討も含めてお話しいただきました。このご発表に関して、どなたかご質問、ご意見とか

ございましたら、お願いしたいと思います。よろしいでしょうか。
　 通常の輸血と、緊急時、救急外来での輸血で、心構えがあまり変わってないというのは、

非常に深く感銘を受けたんですけれども。かなり切迫した状況での輸血について、一番
安全に輸血を行うために心掛けていることなど、ここに来ている皆さま方にも伝えたい
ということがありましたら、簡単にちょっと言っていただけますか。

○大川 ご質問をありがとうございます。やはり医師はとにかく早く、１分でも早く、１秒でも
早く、患者さんの救命のために輸血を入れてくれ、取り寄せてくれということを結構申
しまして、検査部の方々にも非常に無理をお願いすることが多いのですが、そう言って
いる医師をちょっとなだめながら、というか、看護師は少し冷静な目で、もちろん緊急
に、１分でも早くと協力をするのですが、それ以外に、確実に救命できることに対して、
何かあるかということと同時に、輸血が届きましたら、どんなに忙しくても、複数人で、
複数回確認です。やはり大量輸血をしている、緊急輸血をする患者さんが一人とは限り
ません。そのときによっては、同時に二人始まってしまうということもありますので、
必ず複数人で複数回、何度でも確認をして、間違いないかということを見ながらやると
いうことです。後は、やはりちょっとこちらのアンケートにあまり載ってきてなかった
のですが、実際に現場で輸血の製剤を破損してしまう。もともと破損があったのではな
く、結構乱暴にと言いますか、特に FFP 製剤等は、融解装置に入れる間際に慌てていて、
落としてしまって割ってしまうとか、後は、RBC を、ルートを付け替えるときに、誤っ
て斜めに付けてしまって、そこから輸血がたあっと下に全部漏れて、患者さんに半分ぐ
らいしか入らなかったとかいう初歩的なミスも非常に多いので、とにかく落ち着いてや
るようにということは、スタッフに常日ごろから言っております。

○佐藤 どうもありがとうございました。
（大川先生終了）
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報告２　埼玉協同病院における安全な輸血に向けての取り組み
　　　　　～臨床輸血看護師・自己血輸血看護師としての活動～

演者：木村　秀実　先生　　埼玉協同病院　看護部

スライド1

スライド2

当院は埼玉県の川口市にあり病床数は 401 床
で、診療科数は 31 科、外来患者数は１日平均約
1,000 人、手術件数は年間約 2,000 件の地域基
幹型急性期病院です。

スライド3

当院の 2013 年度の輸血使用状況ですが RCC
が 2,117 単 位、PC が 1,010 単 位、FFP が 912 
単位、自己血が 987 単位使用しています。

スライド4

PBM とは患者中心の輸血医療と訳されますが、
その中の柱として
一つ目が術前のヘモグロビン量を増やし、止血

凝固能を最適化する。
二つ目が術中・術後の出血量を減少させる。
三つ目が適切な血液製剤の使用を実践する、が

あります。これを実現するためには医師、臨床検
査技師、看護師など多職種がチームとして関与す
ることが大切です。
特に患者に最も近いところで臨床輸血に関わる
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看護師には、正しい知識と同時に的確な看護能
力が求められていると考えます。そこで、私は、
2011 年自己血輸血看護師に加え 2014 年臨床輸
血看護師を取得しました。これにより、安全な
PBM を実践するという目標が明確化され、新た
な活動を開始するに至ったので報告します。

スライド5

私が自己血輸血看護師を取得することになった
経緯ですが、自己血輸血に関する資格があると上
司に紹介され、自己血輸血学会主催の教育セミ
ナーに参加し学会推奨の採血方法をそこで初めて
知りました。その採血方法は当院での実施状況と
学会ガイドラインにずれがあることを認識しまし
た。そこで自己血輸血に興味を持ち 2011 年 11 
月に学会認定・自己血輸血看護師を取得しました。

スライド6

自己血輸血看護師としての活動ですが、2012
年、当院の自己血採血の現状を把握するためにア
ンケート調査と視察を実施しました。その結果、
採血場所は各外来、病棟で実施されていました。
学会基準の方法で採血している医師もいました
が、消毒方法は統一されておらず、写真のように
消毒を素手に塗って直接触りながら採血する医師

がいること、穿刺後医師は診療に戻り全身状態観
察や抜針などは看護師が業務の合間に行っている
ことが判明しました。これらの問題は早急に改善
されるべきでありますが、採血が各科に任されて
いる現状では短期間での標準化は困難です。
そこで、自己血輸血看護師が中心となって採血

するシステムを確立することで、現在より安全な
採血を行えるのではないかと考え、2014 年 4 月
より当院で最も自己血が多い整形外科の外来自己
血貯血を一部中央化しました。

スライド7

中央採血の実施体制ですが、場所は個室を使用
し、毎週火曜日午後に最大５枠で設定しました。
人員は輸血責任医師、自己血輸血看護師、外来
看護師が協力し穿刺は自己血輸血看護師が行っ
ています。

スライド8

採血の流れとして貯血前は事前に外来で主治医
により自己血輸血に対するインフォームドコンセ
ントを行います。その後、看護師により問診、全
身観察を実施し、最後に輸血責任医師により問診、
診察、採血可否決定します。
貯血中は自己血輸血看護師が穿刺し全身観察を
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します。医師は患者の側か隣の部屋ですぐに対応
待機しています。
採血後は自己血輸血看護師が貯血後の注意止血

確認、全身状態観察
問題なければ退出という流れで実施していま

す。

スライド9

採血の中央化の結果ですが、外来での採血ベッ
ドが左の写真です。写真だとこちらも落ち着いた
ように見えますが通常は隣でいろいろな処置をし
ていたりと、落ち着かない空間で実施していまし
た。
中央採血室は右の写真のように個室でリクライ

ニングシートを完備した落ち着いた空間で実施さ
れるようになりました。

スライド10

採血手技も左の写真のような消毒を素手に塗っ
て直接触りながら採血するような手技ではなく、
きちんと消毒を行い滅菌手袋を使用し、清潔を保
ちながら採血を実施しています。

スライド11

中央採血化の実績です。この取組みが他科にも
周知されてきた結果、2014 年秋には当院で自己
血輸血を実施している外科、泌尿器科、産婦人
科全科を対象に中央採血を拡大しました。採血
は 2014 年４月より始動し 2015 年１月現在、全
655 例のうち 74 例中央採血を実施することがで
きました。これは全体の約 11％にあたります。
現時点では中央採血は部分的ではありますが、今
後は順次すべての採血を中央採血へ移行できるよ
うにしていきたいと思っています。

スライド12

次に臨床輸血看護師を取得することとなった経
緯です。自己血輸血看護師を受験時に、臨床輸血
看護師制度があると知りました。実際に病棟業務
をしていると自己血輸血だけでなく輸血にも関
わりが多く安全な輸血を実施できるようにスキル
アップしたいと考え始め、2014 年４月に学会認
定・臨床輸血看護師を取得しました。
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スライド13

実際に臨床輸血看護師を取得し、院内の反応と
悩んだことです
臨床輸血看護師に対する周りの反応としては、

臨床輸血看護師という物自体知らなかった。そも
そも臨床輸血看護師ってどんな資格で何ができる
のか？という認知度の低さでした。
自分の悩みとしては、学習会を実施するなどし

か思いつかず、臨床輸血看護師としてどのように
活動していったら良いのかわからない。また、他
の臨床輸血看護師がどのような活動をしていてい
るのかもわからず情報交換の場も少ないため、そ
のような場がほしいというものがありました。

スライド14

臨床輸血看護師を取得後、どのように活動をし
ていけば良いのかと考えました。そこで浮かんだ
のが新人研修などで講師をする、病棟などで勉強
会を開催する、また、私の妄想に近いものであり
ますが、都道府県によっては県の輸血療法委員会
の中に、輸血に関する看護部会があり、活躍して
いるので、埼玉県でもそのような活動を開始して
みるなど考えました。
そこでまずはできる事として、看護師の知識の

底上げを目的として学習会を開催しました。

スライド15

学習会は、輸血医学の基本編、輸血の臨床編、
自己血輸血の 3部構成で実施しました。基本編
は血液型、スクリーニング検査、輸血の種類・適
応などで、臨床編は当院の輸血手順、実施時の観
察・注意、副作用について自己血輸血編は自己血
の種類、採血方法、VVR などの内容で、輸血に
関する知識を学習してもらいました。また、修了
者にはこの写真のような参加章を用意し、参加意
欲の「向上」をはかりました。このキャラクター
は法人のマスコットキャラクターのココロンとい
うものです。学習会はスライドを使い講義形式で
実施し、講師は輸血責任医師、臨床輸血看護師、
自己血輸血看護師が持ち回りで実施しました。

スライド16

学習会の結果ですが延べ参加人数は 54 名、す
べて修了したのは 10 名でした。学習会後のアン
ケートからは「TRALI や TACO の知識がなかっ
たので勉強になった。」「曖昧であった輸血に関す
る注意点や観察の方法がわかった。」「輸血用血液
製剤の使用方法など根拠を持って医師などにアド
バイスできそう。」などの意見が寄せられており、
学習会には一定の効果があったと考えられます。
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スライド17

今後の展望ですが現在自己血輸血看護師が当院
には３名居ますが、自己血採血の完全中央化へ向
けて、自己血輸血看護師を育成し、採血枠の拡充
し、完全に中央採血化を目指していきたいと思い
ます。今回の学習会の効果ではないかと思います
が次回の自己血輸血看護師を２名受験してもらえ
ることになりました。また、より多くの看護師が
根拠に基づいて PBM を実現する力を修得できる
よう、年間３～４サイクルを目指し、学習会を継
続していきたいと考えています。

スライド18

ご清聴ありがとうございました。
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「産科大量出血に対する輸血治療戦略」

座長：岡田　義昭　先生　　埼玉医科大学病院　輸血・細胞移植部
演者：松永　茂剛　先生　　埼玉医科大学総合医療センター　産婦人科

特別講演

スライド1

岡田先生、過分なご紹介をありがとうございま
す。埼玉医科大学総合医療センター産婦人科から
まいりました、松永と申します。今日は、産科大
量出血の特殊性と、その治療に対する輸血戦略と
いうことでお話をさせていただこうと思います。
それではよろしくお願い致します。

スライド2

本日の講演内容ですが、まず、産科大量出血の
特殊性についてお話をさせていただきます。基本
的な妊産婦の大量出血に対する、特殊な体質に加
え、産科大量出血が発生した際の病態について。
２番目に、いったい凝固因子を早期から補充する
ことが、輸血量にどのように影響するのかという
こと。また、お話をさせていただく中で、早期か
ら凝固因子の補充を行うことは重要であるという
ことが分かってくるわけですけれども、どういっ
た指標をもとに、輸血を開始するということを判
断して、即座に輸血を行うことができるのか。ま
たそういった基準にはどういったものがあるの
か。最後に、今、岡田先生からもお話しいただき
ましたけれども、効率的に凝固因子を補充する方
法の一つとして、フィブリノゲン製剤というのが
あるわけですが、その有効性について、お話しさ
せていただこうと思います。
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スライド3

スライド4

スライド5

こちらは、平成 22 年から平成 24 年の妊産婦
死亡症例検討を実施しました、83 事例のまとめ
の図になります。世界的に見ても産科出血という
のは、母体死亡の原因の第１位を占めております。
全体の約４分の１になっております。１年間で、
世界で15万人程度の妊産婦が死亡しております。
この図は、わが国の図になりますが、肺塞栓症や
脳血栓疾患、心疾患などを抑えて、妊産婦死亡の
約４分の１、28％が産科危機的出血で亡くなら
れております。

こちらにお示ししましたのは出血量です。分娩
時の出血、いわゆる妊産婦さんがお産のときに出
血される出血量の 90 パーセンタイルですから、
９割の妊婦さんがこの出血量の中で収まるという
値になっております。単胎の経腟分娩で 800mL、
帝王切開では 1,500mL と。分娩時には比較的多

くの出血を起こすということが分かっておりま
す。通常、われわれ男性がこのぐらいの出血を起
こしますと、非常に危機的な状況になるかとは思
うのですが、妊産婦さんの場合は高い耐容能を
持っているということが分かります。

妊婦は、出血に対するその生理というのが、今
お話ししたように、大きく通常の場合と異なって
おります。妊婦は妊娠後期に向けて、循環血漿量
が 40％以上増加すると言われております。です
から、例えば、妊婦で 55 キロの女性の場合に、
循環血漿量はだいたい体重の 13分の１で計算し
ますと、通常は 4.2 Ｌのものが、分娩時には最大
６Ｌ弱に増加するということになります。また、
妊婦は分娩時に循環血漿量が増えていますので、
その出血量はだいたい約 15％、ここでは 800mL
と示しましたが、それを超えるぐらいの値になる
までは、バイタルサインにもまったく変化が起
こってこないということが多いかと思います。そ
れを踏まえて、分娩時の出血の正常範囲が表に示
されておりますが、この値を超えると、出血多量
ということになります。例えば、1,500mL を超
えますと、頻脈、あるいは血圧の低下といった変
化が出てまいりますし、それに対して、輸液や輸
血の準備がおこなわれ、2,000mL を超えるよう
な場合は、DIC を発症すると言われておりまして、
この場合は、抗ショック療法や昇圧剤、あるいは
輸血治療を実際に行っていかなければならないと
言われております。
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スライド6 スライド7

スライド8

産科大量出血発生時の問題点ですが、今までお
示ししたように、分娩後の出血というのは、非常
にスピードが速くて、一気にそして大量に出てま
いります。われわれは分娩を現場で取り扱ってい
るわけですが、分娩室というのは、一つは出血が
正確に計測できるような環境にないようなところ
が多いかとは思います。また、羊水の混入なども
ありますので、その出血量の正確な評価というの
は非常に難しいということが、一般的に言われて
います。経腟分娩時の出血量の評価というのは、
実際に出ました出血量より、約 35％も少ない。
そういった報告もありますし、その出血量が過小
評価されてしまうということがあります。実際に、
搬送される場合でも、搬送というのは、一般の診
療所でお産がありまして、その後に、われわれの
のような高次医療施設に大量出血で運ばれてくる
ような妊婦さんを指しますが、その出血量、すな
わちその施設で提示された推定出血量は実際の出
血量よりも過小評価されて報告されるということ
がほとんどというのが実情であります。

分娩時の出血量の過小評価と、速い出血のス
ピードによって、出血量の評価を行おうと、実際
に思ったときには、もうすでに、低血圧性のショッ
クに陥っていると。こういったことがしばしば経
験されます。

また、今まで循環血液量と出血量ということに
ついてお話ししてまいりましたが、凝固機能とい
う観点から見ますと、妊娠末期になりますと、妊
婦は血液の凝固能が亢進しまして、また、線溶系
が抑制されて、出血に対して、高い耐容性を持つ
ような体質になってきます。分娩時に大量出血が
起こりまして、その高い耐容性が破綻しますと、
凝固能は一気に障害されて、フィブリンの分解産
物である FDP の産生が増加し、線溶系が亢進し
てまいります。その結果、凝固因子の欠乏がさら
なる出血の原因となるばかりではなく、二次的に



54

スライド9

スライド10

スライド11

子宮の収縮が抑制されて、さらなる大量出血へつ
ながる。いわゆる負のスパイラルを形成すると。
そういった病態がございます。従って、早期に十
分な凝固因子の補充をすることが重要なことで、
そういった負のスパイラルを途中で断ち切るとい
う必要があると考えています。

このグラフは、輸血直前のフィブリノゲン値と、
FFP 投与量の相関を示したものです。横軸にフィ
ブリノゲン値、縦軸に投与された FFP の単位数
が刻まれています。輸血直前のフィブリノゲン値
は、FFP 投与量と有意な負の相関関係が認められ
ていますが、言い換えますと、いわゆる低フィブ
リノゲン血症、血中のフィブリノゲン値が下がり
ますと、やはり大量の FFP 輸血を必要とすると
いうことになります。産科大量出血では、先ほど
も申しましたような、妊産婦の特殊な体質によっ
て、しばしば極端な低フィブリノゲン血症を伴う
DIC を発症しますし、血中のフィブリノゲン値の
正常化が行われなければ止血は困難となるという
ことが言えると思います。

まとめとしまして、産科大量出血発生時の病態
についてお示ししたいと思います。産科大量出血
が発生しますと、妊娠に伴う血液凝固能の亢進と、
線溶の抑制が行われている中で、出血によって一
気に、凝固因子の損失と消費が起こります。その
結果、容易にDIC を発症します。DIC を発症した
場合、凝固障害の治療すべき本体は低フィブリノ
ゲン血症にあります。また、線溶の亢進によって、
フィブリン分解産物の FDP が上昇し、FDP は子
宮を弛緩させて、さらに出血を起こします。DIC
はそれと同時に、胎盤剥離面からの止血が、凝固
機能の低下によって機能不全となり、さらなる大
量出血を引き起こし、相乗効果的に出血に対する
助長が起こります。そして、さらなる大量出血を
引き起こすことによって、DIC も重症化する。こ
ういった負のスパイラルを形成しています。
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スライド12

スライド13

スライド14

こちらにお示ししますのは、具体的にどの程度、
凝固因子の補充を行ったらよいかということにつ
いてなのですが、現行の『危機的出血への対応ガ
イドライン』や血液製剤の使用指針でも、先ほど
からお話しさせていただいている、血中フィブリ
ノゲン値の濃度というのは、100mg/dL と記載
されています。

ですけれども、強出血であり、容易に凝固障害
に陥る、いわゆる産科大量出血においては、前述
のフィブリノゲン値で 100mg/dL といった値を
目標としますと。実際の臨床現場では、容易に
100mg/dL を下回って、DIC がどんどん重症化し
ます。その結果、さらに大量出血が継続するとい
うことになります。一つの原因として線溶が亢進
した、線溶亢進型の DIC を呈しておりますので、
フィブリノゲンが低下しやすいという傾向もあり
ます。もう一つは、子宮が存在する症例では、胎
盤剥離面からは、微小血管から大量出血を起こし
ているわけですが、子宮の収縮が促されないとい
うこともありますけれども、その凝固機能が不十
分な状態ですと、さらにその止血力が低下してし
まうということが言えると思います。ですから、
それを踏まえて、文献的にも出血をさせないとい
う意味では、150mg/dL 程度のフィブリノゲン
値が必要となりますし、完全止血を目標とする場
合は、200mg/dL 程度を目標としてもいいので
はないかと考えております。

続きまして、凝固因子の補充が非常に重要で、
できれば早く正常化をしたいというのは、今まで
言ってまいりましたが、そうしますと、早くから
凝固因子の補充を行った方がやはりよいというこ
とになるわけです。ただ、それは実際にどうなの
かということについて、当院に御紹介いただいた
症例の詳細を検討しましたので、ご報告をさせて
いただきます。

これは、日本の現状ですけれども、わが国の分
娩の場合は 47.3％が一般診療所で行われていま
す。ですから、約半数が一般診療所、いわゆる開
業医の先生方のところでお産がなされているとい
う傾向にあります。それに対して、そういったと
ころで発症しました産科大量出血を中心に、年間
70 例程度の産褥搬送、産後の大量出血の搬送を
対応させていただいているのですが、ほとんどが、
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スライド15

スライド16

そういった一次医療施設からの搬送というのが現
状です。一般診療所において、輸血療法を迅速に
実施するというのは、非常に困難なことですから、
初期対応は輸液ですとか、そういったもので対応
していただいて搬送ということになりますので、
結果、初期から輸血が投与されているということ
はほとんどありません。凝固障害が初期治療に凝
固因子の投与が行われていないことによって重症
化されているか否かということを検証する症例と
いう見方もできます。当院で輸血治療を行った、
初期から十分な凝固因子の補充を行った院内発症
症例と、送られてきた搬送症例に分類しまして、
初期治療の違いによる病態の変化と、DIC を悪化
させる条件について検討しました。

これらの比較を行いますと、こちらが院内で発
生した大量出血、こちらが送られてきたものにな
ります。輸血開始前までの出血量としましては、
こちらは 2,203mL、こちらは 2,209mL というこ
とで、ほとんど重症度としては差がないと考えら
れます。これが、輸血開始までの輸液量です。後
で説明致しますが、希釈性の凝固障害という、血
液が薄まって、凝固障害を起こしている可能性も
ありますので、輸血開始前の輸液量について調べ
ましたところ、有意差を認めませんでした。従っ
て、開業医の先生方の施設でも、十分に輸液はな
されているということなります。ただし、大量出
血が発症してから輸血をするまでの時間というの
は、やはり搬送に要する時間が必要ですので、院
内発症症例の方は 95分程度で輸血が開始されま

すが、搬送症例の方は 223 分、倍近い差があり
まして、これは有意差を認めております。それに
伴いまして、輸血前のフィブリノゲン値も、当然、
搬送症例の方が重症化しておりますし、投与さ
れますトータルの RCC、今は RBC ですけれども、
RCC 輸血量と FFP 輸血量に関しても搬送症例の
方が多いという結果になっております。搬送症例
では、出血量は同等でありながら、輸血開始まで
に時間を要しており、RCC、FFP の輸血量ともに
増加しています。ですから、輸血治療が遅れます
と、DIC が遷延して、輸血量が増加するという可
能性が推測されるということになります。

こちらは、輸血前の条件です。電話でご報告い
ただいた推定出血量ですとか、それまでに投与さ
れた輸液量、発症から輸血開始までの時間につい
てを、ROC カーブを用いて多変量解析を行いま
した。そうしますと、左上に行けば行くほど、や
はり輸血量との関連性が強いということになるわ
けですが、表の青い線ですね。ですから、発症か
ら輸血治療開始までの時間が、やはり一番左上側
に位置しておりますし、関連性を示す、AUC に
関しても、0.61 と一番高い値を示しているとい
うことがわかります。実際に、輸血開始までの時
間のみが有意な相関性を示しておりますし、多変
量解析をおこなってもそのようになるということ
が分かっております。
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スライド17 スライド18

スライド19

先ほどの ROC カーブからカットオフ値を算出
致しまして、その値を超えた場合のオッズ比を
算出しております。ここで、一つ定義として、大
量輸血に関しましては、RCC、FFP ともに 10 単
位以上としましたが、RCC の 10 単位に関して
は、推定出血量も有意に相関するということが分
かっております。ですから、申告された出血量で
も、RCC 輸血量についてはある程度、すなわち
2,632mL を超えますと、10単位が必要になると
いうことが予測できるという表です。ほかのもの
に関しましては、相関が見られておりませんが、
発症から投与までの時間に関しましては、FFP10
単位以上の投与に関して、発症から初期治療の
開始までに 100 分を越えますと、有意に Odds 
Ratio が 3.38 に上昇するということがわかりま
す。これは言い換えますと、大量出血の原因疾患
が発症してから 100 分が経過しますと、FFP 輸
血が 10 単位以上必要になるリスクが 3.38 倍に
上昇するということになります。産科大量出血に
対する輸血療法としては、一つの医療圏の設定と
申しますか、FFP の場合は融解にかかる時間もあ
りますので、直接これが言えるかどうかというの
は微妙なところですが、100 分というのが一つ
の目安になるというのは、間違いのない事実であ
るというふうに考えます。

小括です。輸血治療が遅れますと、DIC が遷延
して輸血量が増加することが推測されます。推定
出血量、輸液量、発症からの時間の中で、希釈性
凝固障害にもっとも影響を与えるのは、発症から
の時間です。その発症からの時間に関しましては、
100 分を越えますと、FFP 大量輸血が必要となる
オッズ比が 3.38 倍に上昇します。凝固因子の補
充という観点からは、これはちょっと言い過ぎな
ところもあるかもしれませんが、100 分以内に
FFP 投与を開始できるような、そういう輸血体制
を整えるか、あるいは、高次医療機関で同様の治
療を行えるような搬送システムの構築があれば、
より輸血量の削減ができるのではないかと考えま
した。

続きまして、早期より輸血を開始するための判
断基準を示させていただきます。やはり判断をし
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て、輸血をすることを決めるというのは大事なこ
となんだと思っています。

そこで、2009 年から 2011 年に、私どものと
ころに搬送していただいた、産科大量出血症例の
血液検査所見などを見させていただきまして、検
査項目としては、推定出血量、血中フィブリノゲ
ン値、産科 DIC スコア、ショックインデックス、
ヘモグロビン値、これらの中で、どれが優秀なプ
レディクターになるかということについて検討を
しました。

産科 DIC スコアというのは、聞き慣れない方
もいらっしゃると思いますので、簡単に説明させ
ていただきます。スコアリングを行って、重症度
を評価するということになりますが、大きく言い
ますと、基礎疾患ですね。産科疾患としてどのよ

うな病態があるか。この中には、DIC 型後産期出
血ですとか常位早期剥離、胎盤が剥がれてしまう
というような病気も含まれております。臨床症状
は、腎不全、呼吸不全、臓器症状、出血傾向、ショッ
クといったものが含まれています。検査項目とし
て、FDP、血小板、フィブリノゲン、PT、出血時
間といったものが含まれています。これらを計算
しまして、産科 DIC スコアが８点以上の場合は、
危機的出血と診断しまして、直ちに輸血を開始す
る。あるいは高次医療機関への搬送を行うという
ように、ガイドラインの方にも示されています。
ただ、実際には、fibrinogen などの検査の場合は
比較的早く出るとは思うんですけれども、なかな
か時間がかかるような項目も含まれておりますの
で、利便性としてどうなのかというのも、一つの
意見としてあると思います。

スライド22

評価項目のうちのショックインデックスについ
ては、収縮期血圧を心拍数で割ったものという
ことになるのですが、ショックインデックスが
１を切りますと、循環血漿量中の出血量が 15％
から 25％程度、出血量としては、1,000mL から
1,500mL 程度と言われています。同様に、1.5 を
超えますと、循環血液量の 25％、出血量として
1,500mL から 2,500mL となっています。ただ、
産科大量出血は、この後にお話ししますが、消費
性凝固障害といって、先に凝固因子が消費されて
DIC を発症するようなタイプがあり、先行する凝
固障害よって大量出血を起こすというものもあり
ますので、こういったものは、初期にはショック
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インデックスには表れません。ですから、そういっ
た疾患には特に注意が必要であると言えます。

今お話ししました、希釈性凝固障害と消費性凝
固障害なのですが、これら二つを明確に分けると
いうのは非常に難しいことではありますが、希釈
性凝固障害とは主に出血による凝固因子の消失と
消費が原因になります。ですから、輸液や RCC
輸血によって、血中の凝固因子濃度の低下する病
態を指しますし、その疾患名としては、主に産道
裂傷といって、お産のときに腟壁をはじめとして、
軟産道が裂傷によって出血を起こしている。そし
て、弛緩出血ですね。分娩後には通常子宮が収縮
して止血が行われるわけですが、その機能不全が
あるため出血を起こす病態です。また、子宮内反
症と申しまして、子宮がひっくり返っているよう
な状態になることによって、子宮が収縮しません
し、迷走神経反射を併発するような疾患もありま
す。また、それに対して、消費性凝固障害という
のは、常位胎盤早期剥離ですね。胎盤が剥がれる
病気ですけれども、病態としましては、胎盤後血
腫から母胎循環へ、組織因子であるトロンボプラ
スチンが流入しまして、外因系の凝固因子の活性
化を起こし、血液中の凝固因子が低下すると言わ
れております。

凝固障害別に、ショックインデックスを調査し
ますと、希釈性凝固障害では、ショックインデッ
クスは高い値を示しますが、消費性凝固障害では、
ショックインデックスは有意に低いと、そういう
結果が得られております。従って、産科大量出血
の症例の中には、バイタルサインに影響が出ない
ような、そういった疾患の中にも大量輸血を必要
とする症例があるということについて、改めて認
識していただければと思います。

話を元に戻しますが、輸血開始基準と輸血量の
相関についての原因疾患を、希釈性凝固障害と消
費性凝固障害に分類しまして、それで輸血量との
相関を順位付けしました。病態、輸血の種類によっ
て、輸血開始基準が多少前後するのですが、希釈
性凝固障害の場合は、フィブリノゲン値が非常に
高い相関を示しております。また産科 DIC スコ
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アも高い相関を示しています。
表に示しましたρが相関の強さを示しておりま

すが、ショックインデックスは希釈性凝固障害で
は、RCC 輸血量、FFP 輸血量ともに強い相関を認
めているということなります。

ですけれども、消費性凝固障害、いわゆる常位
胎盤早期剥離のようなものに関しましては、フィ
ブリノゲン値は RCC 輸血量や、FFP 輸血量とと
もに高い順位となっております。ショックイン
デックスは、RCC 輸血量においては強い相関を
しめしておりますが、FFP 輸血に関しては、相関
の強さとしての順位は低く、有意な相関も認めて
いないといえます。

こちらは、五つの輸血決定因子、フィブリノ
ゲン、産科 DIC スコア、ショックインデックス、
推定出血量、ヘモグロビン値も用いて、ROCカー
ブアナライシスを行いました。そうしますと、赤
い線に示されておりますフィブリノゲン値が、そ
の関連性としてはやはり非常に高いということが
分かると思います。関連性の強さを示す AUC に
関しましても、産科 DIC スコアとはほぼ対等で
はありますが、非常に高い値を示しているという
ことが分かります。

先ほど、ROC カーブを用いましてカットオフ
値を算出し、多変量解析によるオッズ比を算出
しました。そうしますと、RCC 大量輸血、10 単
位以上の RCC 輸血に関しましては、推定出血量
とフィブリノゲン値が有意な相関を示しており
まして、特にフィブリノゲン値に関しましては、
130mg/dL を下回りますと、RCC 大量輸血が必
要になるリスクが、7.42 倍に上昇するというこ
とが分かっております。
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同様に、FFP についても行いますと、フィブリ
ノゲン値が 200mg/dL を切りますと、そのOdds 
Ratio は 4.86 となります。FFP の場合は、その他
の項目に関しては有意な相関を認めておりません
ので、RCC、FFP ともに有意の相関を示すものと
しては、フィブリノゲン値のみということになり
ます。

小括としましては、輸血治療の開始を判断する
のにもっとも重要な基準として、輸血を決定す
るために用いたショックインジケーター、輸血
決定因子でもっとも優秀なものは、血中のフィ
ブリノゲン値である。血中のフィブリノゲン値
は 200mg/dL を下回りますと、FFP10 単位以上
の大量輸血のオッズ比が 4.86 倍に上昇します。
血中のフィブリノゲン値が 130mg/dL を下回り
ますと、RCC10 単位以上の大量輸血のオッズ比

が7.42倍に上昇するということが分かりました。
一言で言えば、フィブリノゲン値がもっとも重要
なプレディクターであるということが分かりまし
た。

最後に、効率的に凝固因子を補充するためには、
どういった方法があるのかということについてで
す。凝固因子補充という観点からの問題点なので
すが、いろいろあるかとは思うんですけれども、
一つはやはり日本で保険適用になっている凝固
因子の補充のための血液製剤は、これはもう FFP
しかないというのは、皆さんご存じだと思います。
ですが、FFP に含まれるフィブリノゲンは、欧米
で使用されています濃縮フィブリノゲン製剤です
とか、あるいは、クリオプレシピテートみたいな
ものと比較しますと、非常に少なくて、十分とは
言えません。

スライド32
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極端な低フィブリノゲン血症を来すような産科
大量出血症例では、FFP のみで凝固因子の補充を
行いますと、ボリュームエクスパンジョンと言い
まして、いわゆる循環血漿量の増加の割に、凝固
因子が増えない。そればかりでなく FFP のみの
凝固因子補充は Volume expansion による肺水腫
や凝固因子の補充の遅れによる出血量、輸血量の
増加が懸念されます。ですから、より凝固因子の
補充という意味で、効率的なアイテムが必要にな
ると考えるわけです。

こちらは、われわれのところで、2004 年から
2008 年の間に、FFP のみで凝固因子補充を行っ
た際に使用しました、RCC 輸血量と FFP 輸血量
の相関の図になります。そうしますと、その図で
は、RCC と FFP の比率は、全血換算にしまして、
１対 1.3 となっております。ですから、現状、算
定基準として、0.54 という値が示されておりま
すけれども、とてもその域には及ばないと申しま
すか、各疾患別によって、若干の FFP/RCC の差
はありますけれども、どれもやはり１を超えてく
るような状況があります。これに関しましては、
Massive Blood Transfusion Protocol と最近言わ
れているようなものもありますし、産科大量出血
における輸血療法では RCC と FFP の比率で１対
１以上の血液製剤が必要になってくると考えてい
ます。そういった厳しい現状といいますか、FFP
輸血が大量に必要とされるということが分かりま
した。ただ、FFP 輸血を行う場合、人手も入りま
すし、融解のための時間が非常にかかるというの

も、皆さんはよくご存じかと思います。それを解
決する一つの方法としては、やはりフィブリノゲ
ン製剤というものが挙げられると考えています。

これは、救命的に使用したものなので、本当に
重症の患者さんでやむを得ず使ったという場合に
関してのみのデータですけれども、2004 年から
2012 年の間に、産科大量出血を発症した症例の
うちで、輸血直前のフィブリノゲン値が 150mg/
dL 以下で、かつ、輸血治療を行った重症の凝固
障害92例を対象としました。その中で、濃縮フィ
ブリノゲン製剤と、FFP を併用して治療を行った、
F+F としましたけれども、フィブリノゲン併用群
34 例、FFP 単独で治療を行ったＦ群 58 例につ
いての比較検討を行いました。

こちらが、その全容と言いますか、症例の背景
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になりますけども、ご覧のようにフィブリノゲン
製剤を使用したグループに関しましては、差を認
めないようなものもございますが、基本的に全
て重症な値を示しています。凝固機能の指標の一
つでもある PTパーセントに関しましても低下し
ておりますし、出血量も当然多くなっておりま
す。使用しました RCC 輸血量に関しても、F＋ F
の方が多くなっております。しかし FFP 投与量
に関しては有意差を認めておりません。FFP/RCC
比に関しては、有意に F ＋ F の方が低いという
ようになっています。これで言えることは、同等
の重症度というわけではありませんので、単純に
比較するのは難しいと思いますが、フィブリノゲ
ン製剤はより重症な症例について使用しているに
もかかわらず、両群間で、その FFP 輸血量に差
がない。しかも、FFP/RCC 比に関しては縮小し
ているということがわかります。ですから、フィ
ブリノゲン製剤を使うことによって、FFP の輸血
量を減少させることができる可能性があるのでは
ないかと考えました。

さらに、RCC 使用量を調整しまして、RCC を
16 単位以上使用した重症度の高い症例のみで、
fibrinogen 製剤併用群と FFP 群の背景と投与輸血
量に関して見てみますと、症例の重症度がある程
度、調整されているわけですが、ヘモグロビン
値ですとか、パーセント PT、フィブリノゲン値、
出血量と。こういったもの項目の平均値に関して
は、この二つのグループでは有意差を認めてお
りません。さらに投与された RCC 輸血量に関し

ても有意差を認めておりません。FFP 輸血量に関
しては、フィブリノゲン製剤を使うと減少する。
FFP/RCC 比に関しても低下していることがわか
りますので、RCC 輸血量を一つの出血の重症度
と言いますか、必要な赤血球の量と考えますと、
やはり FFP の削減が可能であると考えられます。
RCC 輸血の投与量を階層化して、症例の重症度を
調整した RCC を 16 単位以上使用した症例では、
RCC 輸血量に有意差は認めませんでしたが、フィ
ブリノゲン製剤を使用した方が、FFP 輸血量が有
意に低下しております。フィブリノゲン製剤の投
与は、大量出血症例の FFP 投与量と FFP/RCC 比
を減少させる可能性があるというように考えられ
ました。

スライド37

次に早く、効率的に補充するという観点から、
どれぐらい単位時間でfibrinogen値を増加させる
ことができるかということについて考察していき
ます。フィブリノゲン製剤を使いますと、これは
３g使用した場合ですが、平均値で１時間当たり、
118.92mg/dL、血中のフィブリノゲン値を上昇
させることができます。それに対して、FFP のみ
で治療を行いますと、１時間 FFP を投与し続け
ても、23.4mg/dL ぐらいしか上昇しないという
ことになります。ですから、４倍ぐらいの速さで
血中のフィブリノゲン値を上昇させることができ
るということが分かっております。
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合併症に関して先ほどもお話に出ましたけれど
も、肺水腫が問題になってくるわけですが、フィ
ブリノゲン製剤を使いますと、３割弱、28.57％
しか肺水腫は発症しません。FFP のみで治療を行
いますと、６割程度の患者さんが肺水腫を発症す
るということが分かってまいりました。

最近では、実は大量出血においてフィブリノゲ
ンを３g単回投与しても、輸血量削減の効果とい
うのは、目に見えて出てくるわけではありません。
ですから、その値によって、段階的に、連続して
投与する必要があるということが分かってきてお
ります。３g投与した場合と、６g投与した場合で、
どの程度血中フィブリノゲン値を上げるかという
のを比較しますと、これは単純に投与量が倍です
ので、上がってくる血中濃度も倍になると、有意
に上昇するということが分かりました。

小括です。重症度を RCC 投与量によって調整
しましたフィブリノゲン製剤併用群と FFP 群の
比較では、フィブリノゲン製剤を投与すること
によって、FFP の使用量を減少させて、FFP/RCC
比を縮小するということが分かりました。フィブ
リノゲン製剤併用群のフィブリノゲン改善速度
は、FFP 製剤単独に比べて、約４倍速いというこ
とが分かりました。フィブリノゲン製剤は、急速
に血中フィブリノゲン値を改善させて、FFP の投
与量を節減するということが分かりました。

最後に、治療戦略としてまとめたいと思います。
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ちょっとその前に、救命を優先した輸血という
ことで、お示ししてまいりましたが、三つの状態
に分けられるということが分かります。一つは、
出血していますけど、循環が安定しているような
場合は、クロスマッチをする方がよいということ
が、『危機的出血への対応ガイドライン』に示さ
れています。昇圧剤が必要な状態でしたら、産科
危機的出血と判断して、ノンクロスの血液も使用
してよい。心停止が切迫しているような状態では、
異型適合血を考えなさいというように示されてい
ます。これも踏まえまして

ここでは理想と書きましたけれども、現状、供
給されている血液製剤の中で、マンパワーですと
か、血液製剤の量が無限とは言いませんけれど、
十分にあるといった状況で、こういった一つの考
え方としてどうなのかなというので示させていた

だきました。まず、われわれのところは母体救命
コントロールセンターもやっておりますので、こ
こに通電が入ります。そうしましたら、得られた
情報の中で、推定出血量が 1,500mL 以上ですと
か、ショックバイタル、あるいはショックイン
デックスが 1.0 以上を呈しているか。そういった
場合に、まず、産科大量出血であるということを
宣言していただく。宣言したと同時に、ここで
は、例えば、関係各所への一斉連絡をおこなう方
法の一つとして隠語での館内放送と書きましたけ
れども、施設によっては、例えばスイッチボード
を使って行ってもよいと思いますし、迅速に広く
情報が伝わって、産科大量出血が発生したという
情報が共有されるということが大切なんだと思い
ます。その上で、人を招集しまして、コマンダー
を各チームに一人選定します。コマンダーは産科
大量出血なので、手術や TAE、あるいはそういっ
た止血処置でもって、出血を止めるようなチーム
と、輸血のチームと、後は麻酔のチーム、主に呼
吸、循環の管理を行うチームに分けて選定される
べきだと思います。ここでは、輸血のお話をして
いますので、それについて説明を続けさせていた
だきますけれども、まずは産科出血の場合、線溶
が非常に亢進していますので、われわれのところ
では、トラネキサム酸、抗線溶薬を 1,000mg 単
回投与します。これは、血栓症のリスクもゼロで
はありませんので、FDP などの検査値を見なが
らということになりますが、８時間以上あけて追
加で 1,000mg 投与を行います。

スライド44



66

スライド45

ここからが輸血部の先生方とか、検査部の皆さ
んと相談してということになるかと思うのです
が、一つは、ＭＯＨパック１ということで、一定
量の血液製剤をパック化するということです。血
液製剤の内容を決めて、お互いに共通に認識を持
つことが重要であると思います。輸血量に関し
ましては、RBC と FFP が６単位ずつとしました。
これは、RCC と FFP の比率が１対１以上必要に
なると、先ほどお示ししましたものを元にしてい
ます。そして血液製剤を先ほどのコードⅠ、コー
ドⅡ、コードⅢと、患者の状態によって、輸血部
の方から出していただくということになります。
それと同時に、これは検査技師さんとの協力とい
うことになりますけれども、血液検査ですね、血
算、凝固、フィブリノゲン、カルシウム、ガスで
すね。可能であれば、 ROTEMとしました。大切
なことはＭＯＨでありまして、フィブリノゲン値
を最優先で検査していただくのがよろしいかと思
います。先ほど申しましたように、輸血量に関し
ては、フィブリノゲン値というのは何よりも鋭敏
なマーカーになりますので、これを最優先して検
査していただき、直接コマンダーに連絡していた
だくというのがいいのではないかと思っておりま
す。この後すぐ、ＭＯＨパック１の払い出しを行っ
た後に、出血の継続があって、さらに輸血が必要
と判断した場合は、血液検査の評価を再度行いま
す。この場合も同様に、凝固機能を含めた検査を
行いまして、フィブリノゲン値を最優先で連絡し
ていただくということになります。もしそこで、
さらにDICが継続しているような場合は、同様に、
１対１の RBC と FFP と、オプションとして、血
小板、濃縮凝固因子製剤、これは今われわれのと

ころで考えられるのはフィブリノゲン製剤ですけ
ど、将来的にはクリオプレシピテートみたいなも
のも考えられると思います。このように検査と払
い出しを繰り返しまして、治療目標まで継続して
いただくことになります。治療目標に関しまして
は、共通の認識を持っていただくというのも大切
なのではないかと考えておりまして、こちらに目
標値を書きました。一応、われわれのところでも
血液検査の投与目標と、後はDICの管理において、
重要なもの、そして大量出血の際に気を付けなけ
ればいけないという項目で、スライド右に書かせ
ていただいています。加えて血小板や濃縮製剤な
ど治療を継続していくとMOHパックの中でも不
必要なものも、出てまいりますので、早急に、輸
血部にその情報を提供して、後は必要なものだけ
くださいということでお願いする。もしこれが迅
速にうまく回るようなことがあれば、患者さんの
救命をするという意味では、非常に安心度の高い
システムなのではないかなと考えました。
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 質  疑  応  答

○岡田 松永先生、どうもありがとうございます。それでは、フロアの方から何かご質問はあり
ますでしょうか。

○会場１ 松田母子クリニックの二上と申します。「産科の危機的出血ガイドライン」で、Ⅰがノ
ンクロスでＯ型で、Ⅱのステージのときの未交差同型血というのは、妊婦さんは初期で
血液型を検査するのですが、その検査結果で輸血を実施してしまっていいのか。同種血
の場合、違うタイミングで採血をして、２回の血液型が一致したことで確定するという
のがあると思うのですが、それはどう考えたらいいのでしょうか。

○松永 一応、まさに今言っていただいたとおりになりますが、妊婦の場合は、初期の血液検査
で血液型が判明しておりますので、搬送していただく施設から、その情報をまず得ます。
母子手帳を確認しまして、その血液をオーダーする。同時に、クロスマッチを出すわけ
ですけど、クロスマッチの確認が済む前に投与するというのがコードⅡになるかと思い
ます。

○会場１ では、行きながらやっぱり検査を進めていくということですね。

○松永 そうです。もちろん最初からクロスマッチをやって、結果が出次第、その時点で、教え
ていただくというのが、それも確実性が高いわけで、そういう作業を並行して進めてい
きます。

○会場１ 分かりました。ありがとうございます。

○岡田 そのほか。どうぞ。

○関 ちょっと補足させてもらいます。埼玉医大総合医療センターの関と申します。今、松永
先生が言っている、特にコードⅠはもちろんですけど、コードⅡももしかしたらそうい
うのを想定しているのかもしれませんが、われわれのところでは通常のポンピングでバ
イタルが上がってこないものがあるのです。そういうものはどうするかと言うと、救命
救急にお願いして、ブラインドで大動脈にバルーンを入れてもらって、腎動静脈の下で
膨らませて、上だけで回していく。そうしないと、バイタルは上がってこないのです。
そういうときに、クロスマッチの結果が出ないから待ちましょうなんていうことは考え
てない。考えられないんですね。ですから、そういう患者さんを扱っている施設でのお
話ということで考えていただくといいと思うので、通常の、一次医療施設の先生のとこ
ろで輸血をされるときには、やっぱりクロスマッチは何重にもチェックをして、異型輸
血のないように、きちんとやるということは常識的なことで、われわれもそうしなけれ
ばいけないと思っているのですが、救命のためにそれが許されないという状況が、時と
して生ずるときのための、一つの考え方ということで、ご理解いただきたいと思います。
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○阿南 埼玉医大総合医療センター輸血部の阿南と申します。こちらもちょっと補足をさせてい
ただきます。産褥搬送で当院に運ばれてきた患者さんに関しても、必ず血液型は当院で
行ってから輸血をされています。輸血をするときは、もし血液型の検査が間に合わない
ときは、先ほど示していた緊急Ｏ型ということで、異型適合輸血は行われています。別
の機会に血液型というのは、緊急時にはもう不可能ですので、当院に来て採血して採っ
た血液型と、あとクロスマッチのために採血された血液型、あと当院では医師がベッド
サイドで採血した後に、表判定を行っていますので、その結果を、ダブルチェック等を
して輸血を開始しています。

○岡田 緊急時だと、所定の手続きに従ってやるということで。もちろん医療施設ごとによって、
緊急度が違うので、それに従ってやるということで。

○松永 そうですね。まず緊急度もそうですし、輸血の備蓄量とか、そういったさまざまな違い
があるかとは思うんですけど、あくまで、幸いわれわれ豊富な人材と輸血量がございま
すので、ある程度、実現できているというのが現状です。

○前田 一ついいですか。赤血球が FFP を６単位ずつ、最初のところで同時に輸血するわけで
すけれど、今、各施設では、たぶんＯ型血、これは濃厚赤血球ですけど、そういうもの
は６単位とか、予備血としていいだろうと保管しているわけですね。ですから、そうい
う緊急の輸血をする症例の数にもよるのですが、本来なら全血、白除全血というものが
あって、血液型が判定するまで、今で言えば、緊急コードのⅡぐらいですかね。それま
でに 2回血液型判定は 30分でできるわけです。ということは、病院に来て、全血があ
れば 30 分以内に輸血ができるのです。それが、FFP を解凍して輸液を投与するのに、
たぶん 30分以内では難しいと思うので、本来は全血が一番いいんです。ただ、全血の
輸血というと、もう一度 20年ぐらい以上の前の世界に戻って、みんな抵抗があるんで
すけど、本来は緊急輸血が多いところは、正直言って、３週間たったら、フィブリノゲ
ンの濃度は変わりません。だから、それがキーとなる指標であるなら、本来は各ところ
で、全血で何単位か備蓄をして、そこを第一的に投与する。後は血液センターは、全血
を供給する義務がありますから、病院で保管、管理をすれば、まず１番目の、輸血の戦
略に関しては、合致するのではないかと思うんです。それはちょっと議論してもらえば
いい話だと思います。

○松永 今、前田先生がおっしゃったように、まさに投与される輸血量というのは、赤血球と血
漿の比は１対１なわけで、基本的に全血とほぼ同等の比率ですので、加えてフィブリノ
ゲンもあるような状況であれば、全血というのは、非常に有用だと考えます。ただ、やっ
ぱり一つは、出回っている全血の供給量といいますか、現状は若干少ないような印象も
ありますので、そこら辺のところを日赤の方で考えていただけるかどうかというのが１
点と。後は、保存の問題です。保存期間の問題がありますので、そこがクリアできれば、
より安全性の高い輸血治療が行えるのではないかなと考えます。
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○岡田 FFP に関しては、フィブリノゲンの補充だけではないのかどうか、かなり難しいところ
があるんですけど、フィブリノゲンの補充というものであれば、確かに全血であって
も、３週間ぐらいであれば機能は保つかなと思うんですが。ただ、ほかの因子も、例え
ば、第Ⅷ因子みたいに、あっという間に活性化が低下してしまうようなものであれば、
ちょっと３週間だと、全血では厳しい面があるかなということで。もともと FFP の科
学的な効果というのが、説明がしにくいというところがまだありますので、なかなか議
論が明確にはできないんですけども。そういうことで、難しい議論ですけども、現状で
は RBC に FFP を使うというのが行われていますね。

 それで、時間がだいぶ迫っておりますけど、私、一つ質問があります。先生が、トラン
サミンを最近お使いになるようなことをおっしゃっておられていたのですが、特に消費
性の凝固障害の場合に、線溶系が亢進しているということで、それに非常に合っている
かなと思うんですけども、そうなると、ATⅢの補充というのが、逆に注意しないと血
栓ができやすくなるかなと思うんですけども。今、産科領域で ATⅢの補充はどうなの
でしょうか。

○松永 一応、やっております。値を見て。3,000 単位です。投与はしていますけど。今のとこ
ろ、その両方を使って、血栓症みたいなものは起きてはおりませんけれども、ちょっと
注意は必要だというふうには思っています。

○岡田 ありがとうございます。そのほか、フロアの方で何かご質問はありますでしょうか。特
にないようですので。ちょうど時間となりましたので、この特別講演を終わりにしたい
と思います。松永先生、どうもありがとうございました。

（終了）
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Ⅱ．埼玉県合同輸血療法委員会　年間活動状況

平成26年 4月 16日（水）

19：00～ 21：00

平成 26年 4月 28日（火）

19：00～ 21：00

平成 26年 9月 10日（水）

19：00～ 21：00

平成 26年 10月 21日（火）

19：00～ 21：00

平成 26年 10月 24日（金）

17：00～ 19：00

平成 26年 11月 12日（水）

17：30～ 20：00

平成 26年 11月 27日（木）

17：15～ 19：15

第 17回輸血業務検討小委員会　開催

場所：さいたま赤十字病院　5階第 2会議室

議題：1　新委員について

　　　2　議事録作成担当者について

　　　3　各班の進捗状況

　　　4　新しい活動について

　　　5　その他

平成26年度　第 1回世話人会　開催

場所：大宮献血ルームウエスト　5階会議室

議題：1　世話人名簿の更新について

　　　2　平成 25年度の活動報告と平成26年度の活動計画

　　　　  について

　　　3　その他

第18回輸血業務検討小委員会　開催

場所：さいたま赤十字病院　5階第 2会議室

議題：1　各班の活動状況報告

　　　2　その他

第2回世話人会　開催

場所：ソニックシティ　802会議室　

議題：1　新世話人の紹介・世話人名簿の更新について

　　　2　各小委員会活動報告

　　　3　第 6回埼玉輸血フォーラムについて

　　　4　その他

自己血輸血小委員会　訪問勉強会

場所：さいたま市民医療センター

自己血輸血小委員会　訪問勉強会

場所：西大宮病院

自己血輸血小委員会　訪問勉強会

場所：熊谷総合病院
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平成 26年 12月 2日（火）

16：50～ 19：00

平成 26年 12月 3日（水）

19：00～ 21：00

平成 26年 12月 11日（木）

16：20～ 18：10

平成 27年 2月 7日（土）

13：00～ 17：05

平成 27年 2月 16日（月）

16：00～ 19：00

自己血輸血小委員会　訪問勉強会

場所：関越病院

第19回輸血業務検討小委員会　開催

場所：さいたま赤十字病院　5階第 2会議室

議題：1　各班の活動状況報告

　　　2　第 6回埼玉輸血フォーラムについて

　　　3　その他

自己血輸血小委員会　訪問勉強会

場所：国立障害者リハビリテーションセンター病院

第6回埼玉輸血フォーラム開催

場所：埼玉会館　小ホール

自己血輸血小委員会　訪問勉強会

場所：所沢中央病院
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Ⅲ．埼玉県合同輸血療法委員会設置要綱

（設　置）
第１条　埼玉県内における適正かつ安全な輸血療法の向上を目指すため、「埼玉県合同輸血療法委員会」
　　　　を設置する。

（組　織）
第２条　本会は、次に掲げる者によって構成する。
　　(1) 埼玉県内医療機関の輸血療法委員長、輸血責任医師及び輸血業務担当者等
　　(2) 埼玉県赤十字血液センター職員
　　(3) 地方自治体の血液行政担当者
　　(4) その他必要と認められる者

（役　員）
第３条　本会役員として、代表世話人、世話人及び顧問を置く。
　２　世話人は、主として次に掲げる者とする。
　　(1) 埼玉県内主要医療機関の輸血療法委員長、輸血責任医師及び輸血業務担当者
　　(2) 埼玉県赤十字血液センター所長及び担当職員
　　(3) その他必要と認められる者
　３　代表世話人は、世話人の互選により定め、会を代表し、必要に応じ会議を招集し、議長となる。
　４　顧問は、本会運営に必要な助言を得るため、世話人の推薦により定める。

（事　業）
第４条　本会は次の事業を行う。
　　(1) 世話人会の開催
　　(2) 埼玉県合同輸血療法委員会の開催
　　(3) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

（運　営）
第５条　本会の運営は世話人会により決定する。

（会　議）
第６条 世話人会は、年２回以上開催する。
　２　埼玉県合同輸血療法委員会は、年１回以上開催する。
　３　代表世話人は、第３条に定める者のほか、意見等を聞くために必要があると認められる者を会議
　　　に出席させることができる。

（事務局）
第７条　本会の事務を処理するため、埼玉県赤十字血液センター学術課に事務局を置く。

（その他）
第８条　本要綱に定めるものの変更等については、世話人会において協議し定める。
　２　本要綱に定めるもののほか、必要な事項は世話人会において協議し、別に定める。

附　則　この要綱は平成21年 7月 28日から施行する。
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Ⅳ．「埼玉県合同輸血療法委員会」　役員

（順不同　敬称略）

医 療 機 関 所　属 役　職 氏 　名

代表世話人 埼玉医科大学総合医療センター 輸血・細胞治療部 教授 前田　平生

世話人 自治医科大学附属さいたま医療センター 心臓血管外科 教授 安達　秀雄

〃 埼玉医科大学総合医療センター 輸血・細胞治療部 主任 阿南　昌弘

〃 埼玉医科大学国際医療センター 輸血・細胞移植部 教授 池淵　研二

〃 埼玉医科大学病院 輸血・細胞移植部 准教授 岡田　義昭

〃 埼玉県立がんセンター 検査技術部 輸血管理室 副技師長 伊丹　直人

〃 埼玉医科大学総合医療センター 輸血・細胞治療部 准教授 大久保光夫

〃 埼玉医科大学国際医療センター 麻酔科 教授 北村　　晶

〃 防衛医科大学校病院 内科 講師 佐藤　　謙

〃 防衛医科大学校病院 輸血・血液浄化療法部 主任検査技師 坂口　武司

〃 埼玉医科大学総合医療センター 産婦人科 教授 関　　博之

〃 埼玉県 保健医療部 薬務課 課長 謝村　錦芳

〃 戸田中央総合病院 臨床検査科 技師長 塚原　　晃

〃 自治医科大学附属さいたま医療センター 血液科 准教授 西田　淳二

〃 埼玉県立小児医療センター 心臓血管外科 科長 野村　耕司

〃 獨協医科大学越谷病院 臨床検査部 教授 春木　宏介

〃 自治医科大学附属さいたま医療センター 臨床検査部 副技師長 藤野　真治

〃 さいたま赤十字病院 血液内科 部長 星野　　茂

〃 さいたま赤十字病院 検査部 第一検査課長 岡本　直子

〃 埼玉協同病院 臨床検査部 部長 村上　純子

〃 埼玉県赤十字血液センター 所長 芝池　伸彰

アドバイザー 関東甲信越ブロック血液センター 副所長 稲葉　頌一

   平成 26年 4月 1日現在
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Ⅴ．埼玉県合同輸血療法委員会　輸血業務検討小委員会設置要綱

設　　置
　埼玉県合同輸血療法委員会内に輸血担当検査技師等を中心とした輸血業務の検討会「輸血業務検討小

委員会」を設置する。

目　　的
　輸血業務検討小委員会は、輸血業務の諸問題について意見を集約し、埼玉県合同輸血療法委員会に提

言する。また、埼玉県合同輸血療法委員会の世話人会及び埼玉輸血フォーラム運営に協力する。

組　　織
１．小委員長

　　1） 埼玉県合同輸血療法委員会世話人より選出する。

２．構成委員は、下記のいずれかを満たすものとする。

　　1） 埼玉県内（血液使用量上位１５程度）の医療機関の輸血管理部門の実務担当者

　　2）埼玉県合同輸血療法委員会世話人

　　3）同代表世話人が指名する者

　　4）日本赤十字社埼玉県血液センターの職員

　　5）本小委員長が指名する者

開催・運営
　　1）随時開催することができる。電子メールを使用した会合も行うことができる。

　　2）事務、諸費用などは埼玉県合同輸血療法委員会で担う。

事業・検討事項
　　1）適正で安全な輸血管理の実践についての検討

　　2）輸血関連技術に関する情報交換および調査

　　3）輸血管理部門の視点からの輸血用血液の安定供給に関する検討

平成22年 6月 14日制定　
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Ⅵ．「埼玉県合同輸血療法委員会」輸血業務検討小委員会役員 
    

（順不同　敬称略）

医 療 機 関 所　属 役　職 氏 　名

小委員長 防衛医科大学校病院 輸血・血液浄化療法部 主任検査技師 坂口　武司

委員 埼玉医科大学総合医療センター 輸血・細胞治療部 係長 大木　浩子

〃 埼玉医科大学病院 輸血・細胞移植部 玉栄　建次

〃 埼玉県立がんセンター 検査技術部 輸血管理室 副技師長 伊丹　直人

〃 埼玉メディカルセンター 統括診療部 主任臨床検査技師 久保居由紀子

〃 埼玉医科大学国際医療センター 輸血・細胞移植部 棚沢　敬志

〃 獨協医科大学越谷病院 臨床検査部 渡邉　一儀

〃 深谷赤十字病院 検査部 輸血・採血係長 野瀬　幸子

〃 自治医科大学附属さいたま医療センター 臨床検査部 三ツ橋　美幸

〃 さいたま赤十字病院 検査部 第一検査課長 岡本　直子

〃 さいたま市立病院 中央検査科 主査 白石　智子

〃 上尾中央総合病院 検査技術科 主任 長谷川卓也

〃 戸田中央総合病院 臨床検査科 技師長 塚原　　晃

〃 メディカルトピア草加病院 検査技術科 科長 濱田　昇一

〃 独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 研究検査科 水越　敬子

〃 北里大学メディカルセンター 検査部 主任検査技師 佐藤　隆博

〃 埼玉県済生会川口総合病院 検査科 齋藤　翔子

〃 越谷市立病院 臨床検査科 副主幹 石上　園子

〃 埼玉協同病院 検査科輸血室 森下　　泉

〃 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 臨床検査科 細菌血清主任 菊池　智晶

〃 埼玉県赤十字血液センター 事務部学術課 副部長 神山　　泉

〃 埼玉県赤十字血液センター 事務部供給課 課長 井上　　肇

   平成 26年 9月 1日現在
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Ⅶ．埼玉県合同輸血療法委員会　自己血輸血小委員会設置要綱

設　　置
　埼玉県合同輸血療法委員会内に医師、看護師、輸血担当検査技師等を中心とした「自己血輸血小委員会」

を設置する。

目　　的
　自己血輸血小委員会は、自己血輸血の推進と安全性および品質の向上を目指す。

組　　織
１．小委員長

　　1） 埼玉県合同輸血療法委員会世話人より選出する。

２．構成委員は、下記のいずれかを満たすものとする。

　　1）埼玉県内の医療機関に勤務する医師、看護師、輸血管理部門の実務担当者等

　　2）埼玉県合同輸血療法委員会世話人

　　3）同代表世話人が指名する者

　　4）日本赤十字社埼玉県血液センターの職員

　　5）本小委員長が指名する者

開催・運営
　　1）随時開催することができる。電子メールを使用した会合も行うことができる。

　　2）事務、諸費用などは埼玉県合同輸血療法委員会で担う。

事業・検討事項
　　1）自己血輸血の推進

　　2）適正で安全な自己血輸血の実践と管理体制についての検討

　　3）自己血輸血関連技術に関する情報交換および調査

平成24年 3月 14日制定　
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Ⅷ．「埼玉県合同輸血療法委員会」自己血輸血小委員会役員 
    

    （順不同　敬称略）

医 療 機 関 所　属 役　職 氏 　名

小委員長 埼玉医科大学国際医療センター 輸血・細胞移植部 教授 池淵　研二

委員 埼玉協同病院 臨床検査部 部長 村上　純子

〃 埼玉協同病院 看護部外科病棟 木村　秀実

〃 埼玉社会保険病院 整形外科 部長 児玉　隆夫

〃 草加市立病院 泌尿器科 部長 鎌田　成芳

〃 松田母子クリニック 院長 松田　秀雄

〃 埼玉石心会病院 心臓血管外科 部長 木山　　宏

〃 防衛医科大学校病院 輸血・血液浄化療法部 主任検査技師 坂口　武司

〃 上尾中央総合病院 検査技術科 主任 長谷川卓也

〃 獨協医科大学越谷病院 臨床検査部 渡邉　一儀

〃 越谷市立病院 臨床検査科 主査 石上　園子

〃 埼玉県済生会川口総合病院 検査科 齋藤　翔子

〃 新座志木中央総合病院 看護部整形外科病棟 相馬　真理

   平成 26年 4月 1日現在
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Ⅸ．資　　料
厚生労働省委託事業

「2013 年輸血業務・輸血製剤年間使用量に関する総合的調査（埼玉県分）」
－集計結果－
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